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第１部一般的コメント 

１．我が国における人権擁護の制度的側面 

（１）法務省の人権擁護機関の取組 

３．法務省の人権擁護機関（法務省人権擁護局、法務局・地方法務局、人権擁

護委員）は、全国約３２０か所に設置された法務局・地方法務局及びその支局

において、人権救済活動（被害者からの人権侵害の申立てに対する対応を含む。）

及び人権啓発活動を行っている。これらの活動については、法務省人権擁護局

の下、国家公務員である法務局・地方法務局職員及び法務大臣が委嘱した民間

のボランティアである人権擁護委員（全国で約１万４０００人）が中立公正な

立場で適切に実施している。 

法務省の人権擁護機関が取り扱った人権侵犯事件数は、２００６年が２１,３

２８件、２００７年が２１,５０６件、２００８年が２１,４１２件、２００９

年が２１,２１８件、２０１０年が２１,６９６件となっている。法務省の人権

擁護機関は、様々な人権問題に対して、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処

理を通じて、人権侵害による被害の救済及び予防を図っているところである。

ちなみに、２０１０年に法務省の人権擁護機関が取り扱った人権侵犯事件の主

な内訳は、以下のとおりである。 

 暴行・虐待（夫の妻に対する暴力、児童虐待等）   ４,７８８件（２２％） 

 住居・生活の安全（騒音をめぐる近隣の争い等）   ３,８８９件（１８％） 

 強制・強要（離婚の強要、職場での嫌がらせ等）   ３,５６４件（１６％） 

 学校におけるいじめ                ２,７１４件（１３％） 

 

（２）新たな国内人権機構の設立について 

４．新たな人権救済機関の設置については、救済対象とすべき人権侵害の範囲、

人権救済機関の独立性の担保方法、その調査権限の内容等について様々な議論

があるため、現段階では、新たな人権救済制度に関する法案を再び国会に提出

するには至っていない。 

我が国としては、政府からの独立性を有する国内人権機構の創設を重要な課

題と位置付けており、機構の創設に向けて、必要な準備を続けていきたいと考

えている。 

 

２．日本国憲法における「公共の福祉」の概念 

５．憲法における「公共の福祉」の概念は、これまでの報告のとおり、各権利

毎に、その権利に内在する性質を根拠に判例等により具体化されており、憲法

による人権保障及び制限の内容は、実質的には、本規約による人権保障及び制

限の内容とほぼ同様のものとなっている。したがって、「公共の福祉」の概念
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の下、国家権力により恣意的に人権が制限されることはもちろん、同概念を理

由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を

超えることはあり得ない。 

 

６．このような基本的人権相互間の調整を図る内在的な制約である「公共の福

祉」についての典型的な判例としては、これまでの報告のとおりであるが、最

近のものとして、次の最高裁判所２０１１年７月７日小法廷判決（要旨）等で

この判断が踏襲されている。 

 本件は、高等学校の卒業式において起立して国歌斉唱することに反対してい

た被告人（元教諭）が、卒業式の行われる体育館で大声で保護者に呼びかけを

行い、制止した教頭らを怒号し、その場を喧騒状態に陥らせて卒業式の開会を

遅らせた事案であるところ、最高裁判所は「表現の自由は、民主主義社会にお

いて特に重要な権利として尊重されなければならないが、憲法２１条１項も、

表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ

合理的な制限を是認するものであって、たとえ意見を外部に発表するための手

段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。

被告人の本件行為は、その場の状況にそぐわない不相当な態様で行われ、静穏

な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生

じさせたものであって、こうした行為が社会通念上許されず、違法性を欠くも

のでないことは明らかである。」旨判示して被告人に威力業務妨害罪の成立を

認めたものである。 

 

３．本規約と憲法を含む国内法との関係 

７．本規約と我が国の憲法を含む国内法との関係については、これまでの報告

のとおりであり、憲法第９８条第２項の趣旨から、我が国が締結した条約は国

内法としての効力を持つ。他方、条約の規定を直接適用し得るか否かについて

は、当該規定の目的、内容及び文言等を勘案し、具体的場合に応じて判断すべ

きものとされているが、多くの場合においては、条約上の義務の履行のために

必要な法律を別途制定しているため、規約違反の事案も、ほとんどが国内法違

反の事案として処理されている。 

 

８．訴訟において原告側が本規約の条項を引用して争っている場合に、裁判所

が国内の法律・規則・処分等の当該条項違反の有無を判示している例は、これ

までの報告のとおりである。 

 

４．人権教育・啓発・広報 
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（１）人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

９．本法に基づき、毎年、前年度に各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施

策を取りまとめ、「人権教育及び人権啓発施策」として国会に報告している。

国会へ報告した内容については、広く国民向けに「白書」として刊行されてい

る。 

 

１０．また、本法に基づき策定された人権教育・啓発に関する基本計画は、２

０１１年４月に一部変更され、新たに「北朝鮮当局による拉致問題等」の事項

が人権課題に盛り込まれた。 

 

（２）「人権教育のための世界計画」の取組 
１１．２００４年に国連人権委員会の決議で提案された「人権教育のための世

界計画」に関連する一連の決議では、我が国は一環して共同提案国となり、現

在、同計画第２フェーズ（２０１０―２０１４）行動計画の趣旨に沿った形で、

関係省庁において取組を進めているところである。 

 

（３）裁判官、検察官、行政官への人権教育 

（ａ）公務員一般 

１２．法務省では、「人権教育のための世界計画」第２フェーズ行動計画の趣旨

に沿い、人権問題に関して、国家公務員等の理解と認識を深めることを目的と

して、中央省庁等の職員を対象とする人権に関する国家公務員等研修会を毎年

２回開催している。また、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員

を対象にして、その指導者として必要な知識を習得させることを目的とした人

権啓発指導者養成研修会を毎年３回開催している。 

 

１３．行政官については、人事院が国家公務員を対象として実施する各種研修

において、人権に関するカリキュラムを設けるとともに、それぞれの府省が実

施する研修における人権教育の充実について、各府省に対して指導を行ってき

ている。 

 

１４．また、地方公務員については、総務省が自治大学校及び消防大学校にお

いて実施している各研修において人権教育の充実を図るとともに、地方公共団

体等においても人権教育を実施している。 

 

（ｂ）警察職員 

１５．警察は、犯罪捜査等の人権にかかわりの深い職務を行っていることから、
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「警察職員の職務倫理及び服務に関する規則」（２０００年国家公安委員会規

則第１号）において、人権の尊重を大きな柱とする「職務倫理の基本」を定め

るとともに、職務倫理に関する教育を警察における教育の最重点項目に掲げ、

人権教育を積極的に実施している。 

 

１６．新たに採用された警察職員や昇任する警察職員に対しては、警察学校に

おける憲法、刑事訴訟法等の法学や職務倫理の授業等で人権尊重に関する教育

を実施しているほか、性犯罪、ドメスティック・バイオレンス等の主として女

性を被害者とする暴力事案等の捜査要領の授業では、被害者への配慮について

理解させる教育を実施している。 

犯罪捜査、留置業務、犯罪被害者支援等に従事する警察職員に対しては、各

級警察学校における専門教育や警察本部、警察署等の職場における研修会等の

あらゆる機会をとらえ、被疑者、被留置者、被害者等の人権に配意した適正な

職務執行を期する上で必要な知識・技能等を修得させるための教育を行ってい

る。 

 

（ｃ）裁判官 

１７．裁判所においては、第５回報告に対する規約人権委員会の最終見解の趣

旨を踏まえ、国際人権規約に関する情報を広める措置が採られていると承知し

ている。 

 

１８．また、裁判官が職務経験年数等に応じて義務として受講する研修の場に

おいて、ジェンダーへの配慮も含め、国際人権規約、国際人権や外国人の人権

等をテーマとした講義が行われ、国際人権規約の適用及び解釈についても言及

されていると承知している。 

 

１９．なお、裁判官、検察官及び弁護士になるいずれの者も、司法研修所にお

いて司法修習を受けた後、法曹資格を取得するが、この修習期間中には、ジェ

ンダーへの配慮も含め、国際人権規約や規約人権委員会に関するカリキュラム

が組み込まれていると承知している。 

 

（ｄ）検察官 

２０．法務省では、検察職員に対して、任官時及びその経験年数等に応じて受

講が義務づけられている各種研修において、本規約に関する講義及び犯罪被害

者の保護・支援、女性に対する配慮等に関する講義を実施している。 
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（ｅ）矯正職員 

２１．矯正職員に対しては、矯正研修所及び同支所における各種研修プログラ

ムにおいて、被収容者の人権の尊重を図る観点から、憲法及び人権に関する諸

条約を踏まえた被収容者の人権に関する講義や行動科学的な視点を取り入れた

研修、セクシュアル・ハラスメント等ジェンダーへの配慮に関する講義等を実

施している。また、各矯正施設においても、被収容者の人権について実務に即

した自庁研修を行うなど、職員の人権意識の向上に努めている。 

 

（ｆ）入管職員 

２２．入管職員に対しては、各種職員研修において、人権関係諸条約等につい

ての講義を実施し、人権に対する意識の一層の向上を図っている。 

 

（４）本規約に関する広報 

２３．政府は、第５回報告及び委員会の最終見解について、関係省庁間でその

意義を共有し、最高裁判所、衆議院及び参議院事務局、地方自治体並びに要望

のあった国会議員、民間団体及び個人に対し、その和文仮訳とともに配布した。

また、これらは、その和文仮訳とともに、外務省ホームページに掲載し、報道

関係者を含め国民等からの要望に応じて随時配布している。 

 

２４．今回の報告作成にあたっては、外務省のホームページ上で広く一般から

意見を聴取するとともに、一般市民・ＮＧＯの意見を聴くための意見交換会を

開催した。政府は、人権尊重の促進に向けた民間レベルでの活動の重要性を認

識し、今後とも引き続き市民社会との対話を重視し、継続していく考えである。

なお、第６回報告についても、これまでの報告と同様、ＮＧＯ等市民社会が利

用することが可能であるように周知・配布していく。 

 

第２部 逐条報告その他 

第１条 

２５．これまでの報告のとおり。 

 

第２条 

１．外国人問題 

（１）入管法の改正 

２６．２００９年７月１５日に、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の一部を改

正する等の法律」が公布された（２０１２年７月施行予定）。これに伴い外国人
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登録制度は廃止され、新たに導入される在留管理制度により、法務大臣が我が

国に中長期間在留する外国人の在留状況を正確かつ継続的に把握出来ることと

なる。新たな在留管理制度によって正確に把握された外国人の在留状況に関す

る情報は、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により新設される市区町村

の外国人に係る住民基本台帳に反映され、これらの外国人に対する充実した行

政サービスを行うことが可能となる。 

 

２７．新たな在留管理制度では、特別永住者については、現在特別永住者に交

付されている外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものとして重要な

役割を果たしていることに鑑み、これと同様の証明書として、法務大臣が特別

永住者証明書を交付することとしている。 

特別永住者証明書の記載事項については、これを必要最小限にするとの観点

から、外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減するとともに、記載事

項の変更や再交付などの手続は、従来どおり、市区町村の窓口で行うこととし

ている。なお、特別永住者証明書は常時携帯する必要はないものとされている。 

 

（２）外国人労働者の受入れ 

２８．我が国の外国人労働者の受入れの基本方針については、第５回報告記載

の１９９９年８月の閣議決定「第９次雇用対策基本計画」において、「我が国の

経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国

人労働者の受入れをより積極的に推進する」こととし、「いわゆる単純労働者の

受入れについては、国内の労働市場にかかわる問題を始めとして日本の経済社

会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人労働者本人に

とっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏

まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である。」とされている。 

就労目的の外国人の受入れについては、２０１０年３月に策定された第４次

出入国管理基本計画において、我が国社会に活力をもたらす外国人の受入れに

積極的に取り組んでいくとされている。 

 

２９．なお、ビジネス関係者の移動の円滑化に関しては、就労を目的とする在

留資格について、逐次関係規定を改正しているほか、２００９年の入管法改正

に伴い導入される新たな在留管理制度の下では、在留期間を最長５年とするこ

と及び出国後１年以内に再入国する場合は、一定の条件の下で再入国許可を不

要とすることとし、在留の利便性の向上に努めている。 

 

（３）職業紹介体制等 
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３０．第５回報告で述べたとおり、職業安定法では、職業紹介、職業指導等に

おいて国籍等を理由とする差別的取扱いを受けないことが規定されており（同

法第３条）、同法に基づいた職業紹介等を、日本人と同様に、我が国で就労す

る外国人についても行うこととしている。また、外国人労働者の就労環境の一

層の整備を図ることを目的として、東京都、大阪府に続き、２００８年度に「外

国人雇用サービスセンター」を愛知県に設置した。 

 

（４）適正就労の推進等 

３１．事業主に対し、２００７年度に策定された「外国人労働者の雇用管理の

改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」等に基づき、外国人労働

者の雇用管理の改善指導を進めている。 

 

（５）外国人研修生・技能実習生 

３２．研修・技能実習制度については、研修生・技能実習生の保護の強化を図

る目的で、２００９年７月に出入国管理及び難民認定法を改正した（２０１０

年７月施行）。実務研修（OJT）を行う場合には、原則、入国１年目から「技能

実習生」として雇用契約に基づいて技能等修得活動を行うことを義務付け、労

働基準法や最低賃金法等の労働基準関係法令上の保護が受けられるようにした。

また、関係省令の改正を行い、パスポートの取上げ、賃金不払い等の重大な人

権侵害行為を行った受入れ機関の技能実習生の受入れ停止期間を３年から５年

に延長した。 

 

３３．上記のように法令改正を行い、違反に対する監視の仕組みを強化した上

で、労働基準監督機関においては、技能実習生に係る法定労働条件の履行確保

上、問題があると考えられる実習実施機関に対する監督指導を実施し、重大又

は悪質な事案については司法処分も含め厳正に対処しているところである。ま

た、出入国管理機関との間に設けた相互通報制度の適切な運用に努めていると

ころである。 

 

３４．これらの措置を講じることにより、技能実習生の権利を適切に保護した

上で、制度が適正に運用されるよう努めているところである。 

 
（６）在日外国人の子どもたちに対する教育 

３５．日本国籍を持たない外国人の子女であっても、我が国の公立学校におい

て義務教育を受けることを希望する場合には、すべて無償で受け入れることと

している。日本の学校教育を受けることを希望しない者は、韓国・朝鮮学校、
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アメリカ人学校、ドイツ人学校等の外国人学校において教育を受けることも可

能である。 

 

３６．我が国では、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心

して勉学に打ち込める社会をつくるため、２０１０年４月に公立高等学校につ

いては授業料を無償とするとともに、私立高等学校等の生徒については、高等

学校等就学支援金を支給する制度を創設した。本制度は、国籍を問わず、我が

国において後期中等教育段階の学びに励んでいる生徒を等しく支援するもので

ある。なお、各種学校である外国人学校のうち「高等学校の課程に類する課程」

を置くものとして文部科学大臣の指定を受けた場合には、高等学校等就学支援

金制度の対象となる。 

 

３７．これまでの大学入学資格検定を見直し、高等学校卒業程度以上の学力を

認定する試験として、２００５年１月に「高等学校卒業程度認定試験」を創設

した。それにより、受験資格を拡大し、当該年度末までに満１６歳以上になる

者であれば、国籍を問わず、誰でも受験できることとした。（既に大学入学資格

を持っている者を除く。）また、同年８月には、大学院入学資格についても弾力

化し、大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者で、２２歳に達した者について、当該大学院の入

学資格を認めた。 

 

３８．なお、２００３年９月には、既に各大学における個別の入学資格審査に

より高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、１８歳に達

した者について、当該大学の入学資格を認めること等により、外国人学校の卒

業者の大学入学資格について弾力化を行っている。 

 

（７）外国人の人権擁護のための諸活動 

３９．これまでの報告のとおり、法務省の人権擁護機関では、人権尊重思想の

普及高揚を図る立場から、「外国人の人権を尊重しよう」を啓発活動年間強調事

項として掲げ、１年を通して全国各地で、テレビ、ラジオ放送、新聞紙、週刊

誌等への関連記事の掲載、講演会、座談会、シンポジウム等の開催、啓発冊子

の配布等の啓発活動を実施している。 

 

４０．また、２００２年９月の日朝首脳会談において、北朝鮮側が拉致の事実

を正式に認めたこと等から、在日韓国・朝鮮人児童・生徒らに対する嫌がらせ、

脅迫、暴行等が発生したため、人権擁護機関では在日韓国・朝鮮人児童・生徒
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が多数利用する通学路等においてパンフレット・チラシ等の配布、ポスター掲

示等の啓発活動を行うとともに、これらの活動を通じて、在日韓国・朝鮮人児

童・生徒に対し、嫌がらせ等を受けたときには、法務省の人権擁護機関に相談

するよう呼びかけを行った。 

 

４１．さらに、２００６年７月及び２００９年４月に北朝鮮がミサイルを発射

したとの報道がされた際並びに２００６年１０月及び２００９年５月に北朝鮮

が核実験を行ったと公表した際にも同様の対応を実施した。 

 

４２．外国人をめぐる様々な人権問題に対しては、人権相談及び人権侵犯事件

の調査・処理を通じて、人権侵害による被害の救済及び予防を図っている。「外

国人のための人権相談所」は、東京、大阪、名古屋、広島、福岡、高松の各法

務局及び神戸、松山の各地方法務局に設置されている。 

 

２．障害者施策 

（１）障害者施策の推進体制 

４３．第５回報告記載の「重点施策実施５か年計画」（２００３年度～２００７

年度）は各府省間の緊密な連携の下に着実な実施が図られた。その後、「障害者

基本計画」の後期５か年間（２００８年度～２０１２年度）に、重点的に施策

展開を図る分野について目標や達成期間を定めた「重点施策実施５か年計画」

（２００８年度～２０１２年度）が策定された。 

 

４４．２００９年以降、障害者施策の推進体制に大きな変化があった。政府は、

障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係

る制度の集中的な改革を行うため、全閣僚を構成員とする「障がい者制度改革

推進本部」を設置した。また、その下で障害当事者を中心とする「障がい者制

度改革推進会議」（以下、「推進会議」という。）を開催し、障害者施策の推進に

関する事項について議論を行った。推進会議における議論を踏まえ、２０１０

年６月に政府は改革の工程表を閣議決定した。そこでは主に「障害者基本法の

改正」「障害者総合福祉法（仮称）の制定」「障害を理由とする差別の禁止に関

する法律（仮称）の制定」が掲げられた。また、推進会議では障害者基本法の

改正に当たって政府に求める事項を取りまとめた。政府はこれを踏まえ、施策

の実施状況の監視等を担う組織の設置等を内容とする障害者基本法の改正案

（以下、「改正案」という。）を２０１１年４月２２日に国会に提出した。改正

案は衆議院で修正が行われ、衆参両院にて全会一致で可決、同年７月２９日に

成立した。 
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（２）障害福祉サービス 

４５．障害福祉サービスについては、身体・知的・精神の三障害共通の仕組み

の下で障害者の地域生活を支援することを目的とした２００５年の障害者自立

支援法などに基づき行われているが、２０１０年１２月１０日に公布された「障

がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直す

までの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関す

る法律」により、障害者自立支援法や児童福祉法が改正された。この改正にお

いては、利用者負担を負担能力に応じた負担に見直すほか、相談支援や障害児

支援の強化、グループホーム・ケアホームを利用している障害者に対する家賃

の助成、重度視覚障害者の移動を支援するサービスの創設など、障害者の地域

生活を支援する施策のより一層の充実を図ることとしている。 

 

４６．また、精神障害者施策については、２００６年に障害者自立支援法の施

行に伴い、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正が行われ、医療保

護入院等に係る精神保健指定医による診察の特例措置の導入、任意入院患者に

関する病状報告制度の導入など、より一層精神障害者の人権に配慮した医療が

確保されている。 

 

（３）雇用の場における障害者の社会参加 

４７．雇用の場における障害者の社会参加については、障害者の雇用の促進等

に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）及び同法に基づき策定され

た障害者雇用対策基本方針（２００９年度～２０１２年度）に基づき推進して

いる。 

 

４８．また、２００８年１２月には、障害者の雇用が着実に進展する中で、障

害者雇用状況の改善が遅れている中小企業における障害者雇用の促進を図るた

め、①障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大、②短時間労働者の雇用義務

の対象化等を内容とする障害者雇用促進法の改正が行われ、２００９年４月か

ら段階的に施行されている（①②については２０１０年７月施行。２０１５年

４月からは①について更なる対象拡大を予定）。 

 

３．第一選択議定書 

４９．本規約第一選択議定書が定める個人通報制度については、本規約の実施

の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識している。同制度の

受入に当たって、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無、及び



14 
 

個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題につき、政府部内で検

討を行っており、２０１０年４月には、外務省内に人権条約履行室を立ち上げ

た。引き続き、各方面から寄せられる意見も踏まえつつ、同制度の受入れの是

非につき真剣に検討を進めていく。 

 

第３条 

１．男女共同参画社会の実現に向けた推進体制 

５０．我が国はこれまで、男女共同参画社会の実現に向けた推進体制を充実強

化してきたが、政府は、２０１０年１２月、男女共同参画社会基本法に基づく

第３次男女共同参画基本計画を閣議決定した。この基本計画は、２０１０年７

月の男女共同参画会議において取りまとめた「第３次男女共同参画基本計画策

定に当たっての基本的な考え方（答申）」を踏まえ、我が国における男女共同参

画社会の形成が一層加速されるよう、各重点分野において具体的な数値目標と

スケジュールを盛り込むなど、実効性のあるアクション・プランとして策定し

た。また、本計画の策定過程で国民各層から幅広く意見・要望を聞き、寄せら

れた意見等を可能な限り反映するよう努力した。 

 

５１．本計画では、以下の１５の重点分野が掲げられ、それぞれの分野につい

て「基本的考え方」を定めている。また、「基本的考え方」の下で、平成３２年

までを見通した長期的な政策の方向性と平成２７年度末までに実施する具体的

施策が盛り込まれている。政府においては、地方公共団体、国民各層との連携

をより一層深めつつ、本計画に掲げた施策を着実に推進し、男女共同参画社会

の形成を期するものである。 

 

５２．１５の重点分野 

    ①  政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

    ②  男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

  ③ 男性、子どもにとっての男女共同参画 

    ④ 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

  ⑤ 男女の仕事と生活の調和 

    ⑥  活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進 

  ⑦ 貧困など生活上の困難に直面する男女への支援 

  ⑧ 高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備 

    ⑨  女性に対するあらゆる暴力の根絶 

   ⑩  生涯を通じた女性の健康支援 

    ⑪  男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 
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    ⑫  科学技術・学術分野における男女共同参画 

  ⑬ メディアにおける男女共同参画の推進 

    ⑭  地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 

    ⑮  国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献 

 
２．女性の政策・方針決定参画状況 

５３．政府は、第３次男女共同参画基本計画において実効性ある積極的改善措

置（ポジティブ・アクション）の推進を掲げ、各重点分野において、期限と数

値を定めたゴール・アンド・タイムテーブル方式のポジティブ・アクションを

導入した。 

 

５４．我が国における国政の分野への女性の参画状況のうち、女性国会議員数

については、２０１１年１１月の時点で総数７２１人のうち９７人（１３.５％）、

衆議院議員４７９人のうち５２人（１０.９％）、参議院議員２４２人のうち４

５人（１８.６％）である。国会において女性が就いている役職については、２

０１１年１１月の時点で衆議院における常任委員長及び特別委員長がある。 

 

５５．政府は、第３次男女共同参画基本計画において、これまで取り上げてこ

なかった政治分野への女性の参画の拡大について定め、衆議院議員の候補者に

占める女性割合及び参議院議員の候補者に占める女性割合について、それぞれ

２０２０年までに３０％を目指すという目標を初めて設定した。同計画に基づ

き、内閣府特命担当大臣（男女共同参画）は、各政党及び各地方議会議長会に

対し、各政党の役員等に占める女性割合、国会議員選挙及び地方議会選挙にお

ける女性候補者の割合の拡大や仕事と生活の調和の推進体制の整備、女性の地

方議会議員のネットワーク形成を始めとするポジティブ・アクションの導入に

ついて協力を要請した。 

 

５６．国の審議会等委員への女性の参画の促進については、２００６年４月の

男女共同参画推進本部決定で２０２０年までに、政府全体として、男女のいず

れか一方の委員の数が、委員の総数の１０分の４未満にならない状態を達成す

ること、また当面の目標として２０１０年度末までに３３．３％とすることを

目標とした。２０１０年９月末時点で３３．８％を達成しており、現在は、２

０２０年までの目標に向けて女性人材データベースなどを活用しながら、各省

において取組を進めている。 

 

５７．国家公務員採用試験の受験、採用及び登用に関しては、国家公務員法に
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定める平等取扱いの原則及び成績主義の原則により、女性に対する制限、差別

はなく男女平等の取扱いとなっている。 

 

５８．なお人事院は、一層の女性国家公務員の採用・登用の拡大を図るため、

２００１年５月に「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に関する指針」を策

定、各府省に通知して、各府省における女性職員の採用・登用の拡大を推進し

ている。この指針は、その後の男女共同参画基本計画の改定を踏まえて、２０

０５年１２月及び２０１１年１月に改定が行われている。 

 

５９．国家公務員への女性の参画の拡大については、２００４年４月に各省庁

人事担当課長会議での申し合わせで、２０１０年度頃までの政府全体としての

採用者に占める女性割合を国家公務員Ⅰ種試験事務系については３０％程度を

目標にし、２００４年度には２１．３％であった割合が２００９年度には初め

て３０％を超えた。一方、本省課室長相当職以上については、２００８年４月

に男女共同参画推進本部で決定した「女性の参画加速プログラム」において、

２０１０年度末までに５％程度との目標が設定されていたが、２００５年度時

点の１．７％から２００８年度には２．２％に増加したものの、目標達成には

届かなかった。このため、第３次男女共同参画基本計画においては、政府全体

の目標として、役職段階ごとの数値目標を設定するとともに、各府省において

も採用・登用に関する数値目標を設定することとした。地方公務員への女性の

参画拡大については、各都道府県知事・政令指定都市市長に対し、ポジティブ・

アクションの導入等に関する要請を内閣府特命担当大臣（男女共同参画）から

行った。 

 

３．雇用対策 

（１） 雇用状況 

６０．日本の全雇用者に占める女性雇用者の割合は上昇傾向にあり、女性の労

働市場への進出が進んでいる。２００９年の係長、課長、部長相当職における

女性の割合は、１１．１％、５．０％、３．１％であり、それぞれ上昇してい

る。 

 

６１．また、政府は、企業の自主的な取組を促進するため、男女共同参画やワ

ーク・ライフ・バランスに取り組む企業を積極的に評価・支援し、これらに関

連する調査等の委託先の選定に当たり、当該調査等の品質確保の観点から、男

女共同参画等に積極的に取り組む企業に加点する取組を２０１０年度に初めて

行った。 
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（２）男女雇用機会均等法の遵守措置 

６２．２００６年に男女雇用機会均等法を改正し(２００７年４月から全面施

行) 、男女双方に対する差別の禁止、間接差別の禁止、セクシュアルハラスメ

ント対策の強化、ポジティブ・アクションの推進等を内容とする法律の整備を

行った。 

 

６３．男女間の賃金格差については、２００８年６月より開催した「変化する

賃金・雇用管理制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」の報告書を

受け、政府において２０１０年８月に各企業における男女間格差の実態把握・

気付きを促すため、賃金・雇用管理の見直しの視点や格差の実態を把握するた

めの調査票といった実践的な支援ツールを盛り込んだ「男女間の賃金格差解消

に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」を作成した。 

 

６４．また、２０１１年度には、業種毎の雇用管理の実態の特徴を踏まえ、業

種別に男女間格差の「見える化支援ツール」及び支援ツールの活用マニュアル

を作成・普及し、ガイドラインをより利用しやすいものに改善するとともに、

その普及を図ることとしている。 

 

（ａ）間接差別の禁止 

６５．間接差別については、公労使三者構成の審議会における審議を踏まえ、

男女雇用機会均等法上違法となるものを厚生労働省令で定めている。 

 

６６．世帯主であることを要件として家族手当や住宅手当を支給することにつ

いては、前述の審議会で①世帯主を男女すなわち夫婦のどちらにするかについ

ては、世帯での選択が可能な事項であり、女性が世帯主になることが排除され

ているものではないこと、②家族手当や住宅手当の支給方法等については、生

活補助的な賃金として、労使協議のなかで積み上げられてきたものであること、

といった強い意見がみられ、直ちに間接差別として違法とすべきというコンセ

ンサスは得られなかったため、間接差別規定の対象としないこととしている。 

 

６７．また、パートタイム労働者や契約社員といった立場に基づく従業員間の

異なる取り扱いについても、①これまでの審議会の議論においてパート労働者

の処遇問題は、パートタイム労働法で対応することが適当であるとの強い意見

が見られたこと、②実際、正社員とパートタイム労働者の均衡処遇の問題は、

その本質を性差別というよりは雇用形態間の処遇の均衡問題であること等から
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直ちに間接差別として違法とすべきというコンセンサスは得られなかったため、

間接差別規程の対象としないこととしている。 

 

６８．なお、男女雇用機会均等法の下で制定された指針の中で、省令で規定さ

れた措置以外についても、裁判において、間接差別として違法と判断される可

能性がある旨を明記し、パンフレット等にもその旨を記載しているところであ

り、今後ともこのような取組を通じて周知・啓発を図っていく。 

 

（ｂ）セクシュアルハラスメント対策の強化 

６９．セクシュアルハラスメントに係る事案は、未然の防止対策こそが重要で

あり、このため男女雇用機会均等法においては、セクシュアルハラスメントの

防止のため労働者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備等の雇

用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけることとし、事業主の雇

用管理上の責務を定めている。 

 

７０．なお、職場におけるセクシュアルハラスメントについては、強制わいせ

つ罪等の犯罪となることがあり、刑罰法規に当たる場合には、事案に応じた適

切な捜査処理及び科刑の実現が図られている。 

 

（ｃ）ポジティブ・アクションの推進 

７１．２００８年の男女雇用機会均等法改正においては、ポジティブ・アクシ

ョンの一層の進展を図るため、新たにポジティブ・アクションの実施状況を外

部に開示する事業主に対して国から相談その他の援助を行うことができること

とした。 

 

７２．また、２０１０年度から個別企業の取組を自己診断できるシステム等の

コンテンツを追加したポータルサイトによりポジティブ・アクションに関する

総合的な情報提供を行うとともに、大企業に比べて取組の遅れている中小企業

に対するコンサルタントの派遣、マニュアルの作成といったポジティブ・アク

ションの導入を支援する事業を実施している。 

 

７３．なお、第三次男女共同参画基本計画において、ポジティブ・アクション

に取り組む企業の割合を２０１４年までに４０％超とする目標を設けている。 

 

（３）育児・介護支援 

（ａ）育児・介護休業法の改正 
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７４．少子化対策の観点から喫緊の課題となっている仕事と家庭の両立支援等

を一層推進するため、２００９年６月に育児・介護休業法の改正（２０１０年

６月３０日から施行）が行われた。その主な内容は以下のとおり。 

①３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度（１日６時間）を

設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働

の免除を制度化 

②父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２か月（改正前１歳）までの間

に、１年間育児休業を取得可能とした（パパ・ママ育休プラス）。 

③介護のための短期の休暇制度を創設（要介護状態の対象家族が、１人であれ

ば年５日、２人以上であれば年１０日） 

 

７５．なお、２０１０年に実施された調査（厚生労働省「平成２２年度雇用均

等基本調査」）によると、出産者（女性）に占める育児休業取得者割合は８３．

７％、配偶者が出産した者（男性）に占める育児休業取得者割合は１．３８％

であった。育児休業取得者の男女比は女性の９７．１％に対し男性は２．９％

となっている。 

 

（ｂ）仕事と家庭の両立支援 

７６．仕事と育児・介護等を両立させながら働き続けることのできる環境を整

備するため、育児・介護休業法の周知徹底、次世代育成支援対策推進法に基づ

く事業主の取組推進、助成金の支給を通じた事業主への支援、保育ニーズへの

対応等仕事と家庭の両立が図れる雇用環境の整備に取り組んでいる。 

 

７７．具体的には、待機児童解消に向け、「子ども・子育てビジョン」において、

潜在的な保育ニーズにも対応した数値目標を定め、定員を毎年約５万人ずつ増

やしていくこととし、具体的には平成２３年度予算において、保育所運営費の

確保等により量的拡充を図っている。 

 

７８．また、保育所の整備等を更に促進させるため、２００８年度第２次補正

予算において都道府県に創設された「安心こども基金」を２００９年度第１次・

第２次補正予算、２０１０年度補正予算において増額するとともに、２０１０

年度末までとしていた事業実施期間を、２０１１年度末まで延長した。この「安

心子ども基金」により、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館等）を

活用した認可保育所の分園等設置促進、家庭的保育の拡充についても取り組ん

でいる。 
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７９．さらに、２０１０年１１月２９日に取りまとめられた「国と自治体が一

体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト」により、質の確保され

た認可外保育施設への助成や、複数の家庭的保育者（保育ママ）が同一の場所

で実施する事業などを進めていくこととしている。 

 

（４）関連の取組 

８０．長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図るこ

とを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」が、２０１０年４月１日

から施行されている。 

 

８１．この改正では、１か月６０時間を超える時間外労働については、法定割

増賃金率を２５％から５０％に引き上げる（中小企業については当分の間適用

を猶予）など、長時間労働に対する規制を強化しており、現在この内容の定着

を図っている。 

 

８２．２００７年のパートタイム労働法一部改正法附則において、改正法施行

３年経過後の施行状況を勘案して必要な措置を講じることとされていることを

踏まえ、２０１１年９月から、労働政策審議会雇用均等分科会において、パー

トタイム労働対策の在り方について検討している。 

 

４．暴力からの保護 

（１）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

８３．「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下、「配偶

者暴力防止法」という。）は、２００４年６月に第一次改正が行われ、さらに２

００７年７月には、保護命令の拡充や市町村についての規定の強化を柱とした

改正法が成立し、２００８年１月に施行された。 

 

８４．同法は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制

を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として

いる。 

 

８５．第二次改正の主な内容は、以下のとおり。 

①保護命令制度の拡充 

（ａ）生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令 

（ｂ）電話等を禁止する保護命令 

（ｃ）被害者の親族等への接近禁止命令 
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②市町村基本計画の策定の努力義務 

③配偶者暴力相談支援センターに関する改正 

④裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令の通知 など。 

 

（２）政府の取組 

８６．政府においては、２００７年の第二次改正を踏まえ、既存の基本方針を

見直し、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本

的な方針」を２００８年１月１１日に策定した。 

 

８７．また、内閣府に置かれている男女共同参画会議の女性に対する暴力に関

する専門調査会において、配偶者暴力防止法の円滑な施行に向けた検討を行い、

当検討結果は、２０１０年１２月１７日に政府において策定された「第３次男

女共同参画基本計画」に盛り込まれている。現在は、当計画に基づき、夫・パ

ートナーからの暴力を含む女性に対する暴力に関し、幅広い取組を推進してい

る。 

 

（ａ）取締り 

８８．警察では、配偶者からの暴力の特性を踏まえ、事案に応じた適切な対応、

保護命令に係る被害者対策、保護命令違反や他法令に違反する場合の厳正な取

締り等を推進している。配偶者暴力防止法の適用状況は以下のとおり。 

 

 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

警察本部長等の援助 4,260 5,208 7,225 8,730 9,748 

保護命令違反検挙 53 85 76 92 86 

他法令による検挙 1,525 1,581 1,650 1,658 2,346 

 
８９．家庭内の暴力や性的虐待であっても、殺人罪、傷害致死罪、傷害罪、暴

行罪、逮捕監禁罪、強制わいせつ罪及び強姦罪等の処罰規定の適用が排除され

るものではなく、家庭内の暴力や性的虐待については、事案に応じた適切な捜

査処理及び科刑の実現が図られているほか、保護命令の対象にもなり、同命令

違反についても、違反者の身柄を拘束して捜査に当たるなど、事案に応じた適

切な捜査処理及び科刑の実現が図られている。 

 

９０．刑法の強姦罪は、配偶者による強姦についても処罰の対象としている。 

 

９１．我が国においては、近親関係を悪用して人の性的自由を侵害する行為は
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強姦罪、強制わいせつ罪及び児童福祉法違反の罪等として処罰され得るところ

であり、また、性交以外の性的暴行や男性に対する性的暴行は、強制わいせつ

罪によって処罰の対象とされており、厳正に対処しているところである。 

 

９２．強姦罪及び強制わいせつ罪が成立するためには、被害者の抵抗を著しく

困難にする程度の暴行・脅迫は必要であるが、実際に被害者の抵抗があること

は犯罪の成立要件とはされていない。また、強姦罪及び強制わいせつ罪は、被

害者の名誉やプライバシーを保護するとの趣旨から親告罪とされている。 

 

（ｂ）被害者の保護・支援の取組 

９３．子どもを同伴している配偶者暴力被害者については、母子家庭に対する

支援の枠組みにより、児童扶養手当の支給、母子生活支援施設での支援、各種

の就業支援など様々な取組を推進している。 

 

９４．各都道府県に設置されている婦人相談所において、配偶者からの暴力被

害女性や人身取引被害女性等からの相談に応じるとともに、保護が必要な女性

に対しては一時保護や婦人保護施設への入所措置を行うなどの支援を行ってい

る。また、国においては、配偶者からの暴力被害者等の保護・支援を行ってい

る都道府県に対し、心のケアのための心理療法担当職員の配置、外国人被害者

を支援するための専門通訳者養成研修、弁護士等による法的な調整や援助を得

るための法的対応支援などについて、予算補助を行っている。 

 

９５．配偶者からの暴力の被害者である外国人について、入国管理局では、関

係機関と連携して被害者の身体の保護を確実なものとする一方、配偶者からの

暴力被害のために別居を余儀なくされたり、提出資料が用意できない被害者か

らの在留期間の更新申請や、配偶者からの暴力被害を要因として在留資格の変

更が必要となった被害者からの在留資格の変更申請については、原則としてこ

れを許可し、また、配偶者からの暴力被害を原因として不法残留等の入管法違

反となっている場合は、在留を特別に許可するなど、迅速かつ適切に対応して

いる。 

 

（３）刑事手続における性犯罪被害者の保護 

９６．警察では、性犯罪被害者の立場に立った適切な対応により、被害者の精

神的負担の軽減を図るとともに、適正かつ強力な性犯罪捜査を推進するため、

前回報告した施策に加え、警察大学校等における性犯罪捜査員を対象とした専

門的教養の実施等の施策を推進している。 
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９７．児童買春等の事件の捜査・公判においては、児童買春・児童ポルノ法第

１２条の趣旨に照らし、被害児童の人権及び特性に配慮しており、公判段階に

おいては、被害者特定事項の秘匿（刑事訴訟法第２９０条の２第１項第２号）

やビデオリンクによる証人尋問（刑事訴訟法第１５７条の４第１項第２号）が

可能である。 

 

（４）ストーカー行為等の規制等に関する法律 

９８．警察では、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に基づき、厳正な

取締りを推進するとともに、被害者の支援及び防犯対策並びに広報啓発活動を

推進している。同法律の適用状況は以下のとおり。 

 

 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

警告 1,375 1,384 1,335 1,376 1,344 

禁止命令等 19 17 26 33 41 

警察本部長等の援助 1,631 2,141 2,260 2,303 2,470 

ストーカー規制法違反検挙 183 242 244 263 229 

 ストーカー行為罪 178 240 243 261 220 

禁止命令等違反 5 2 1 2 9 

 

（５）女性の人権擁護のための諸活動 

９９．法務省の人権擁護機関では、「女性の人権を守ろう」を啓発活動年間強調

事項として掲げ、１年を通して全国各地で、女性の人権問題をテーマとした講

演会や座談会の開催、テレビ・ラジオ、新聞・雑誌等による広報、ポスター・

リーフレット等の作成・配布、各種イベントにおける啓発活動などを行ってい

る。 

 

１００．なお、専用相談電話「女性の人権ホットライン」については、２０１

０年は約２３,０００件の利用があった。（法務省） 

 

第４条 

１０１．これまでの報告のとおり。 

 

第５条 

１０２．これまでの報告のとおり。 
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第６条 

死刑問題 

（１）適用状況 

１０３．我が国においては、死刑の定めのある罪を１９罪に限定し、うち外患

誘致を除く他のすべての罪については死刑以外に無期又は有期の懲役刑又は禁

錮刑を選択刑として規定し、重大な犯罪の罪種の中でも特に重大なもの（殺人

又は人の生命を害する重大な危険のある故意の行為）についてのみ死刑が適用

されるような法制が採られている上、具体的な事件においても「犯行の罪質、

動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害

された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後

の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であって、罪刑

の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場

合には、死刑の選択も許される」との最高裁第２小法廷判決（１９８３年７月

８日）の趣旨等を踏まえて、死刑の適用は極めて厳格かつ慎重に行われている。

現に、２００６年から２０１０年までの５年間に死刑が適用され判決が確定し

た者は、合計８０名であり、いずれも残虐な殺人事件や強盗殺人事件に限られ、

人の殺害を伴わない事案はない。 

 

（２）死刑存廃等についての考え方 

１０４．死刑の存廃については、基本的には、各国において、当該国の国民感

情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討し、独自に決定すべ

きものと考えている。我が国では、死刑の存廃は、我が国の刑事司法制度の根

幹にかかわる重要な問題であるから、国民世論に十分配慮しつつ、社会におけ

る正義の実現等種々の観点から慎重に検討すべき問題と考えている。我が国と

して、現時点では、国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑

もやむを得ないと考えていること（２００９年１１月から１２月に実施された

最新の世論調査では、８５．６％が「場合によっては死刑もやむを得ない」と

回答している。）、凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等にかんがみれば、その

罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては、死刑を科することもやむ

を得ず、直ちに、死刑を廃止することは適当でないと考えている。 

 

１０５．上記の理由から、本規約の第二選択議定書の締結問題については、慎

重な検討が必要である。 

 

１０６．なお、死刑の代替刑として主張されることがある仮釈放を認めない終
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身刑については、一生拘禁されることにより受刑者の人格が完全に破壊される

など、刑事政策上問題の多い刑であるとの指摘もあり、様々な観点から慎重な

検討が必要であると考えている。 

 

（３）死刑確定者の処遇 

（ａ）死刑確定者の収容の根拠、処遇一般 

１０７．死刑の判決が確定した者は、死刑の執行に至るまで、拘置所に収容さ

れる。死刑確定者は、作業を行う義務はないこと、飲食物の自費購入が認めら

れることなど、おおむね未決拘禁者に準じた処遇を受けている。また、その心

情の安定に資するため、希望により宗教教誨及び篤志面接委員による助言・指

導も行われている。 

 
（ｂ）死刑確定者の外部交通 

１０８．死刑確定者は、死刑の執行を待つといういわば極限的な立場に置かれ、

極めて大きな精神的不安と苦悩のうちにあるので、身柄を厳格に確保するとと

もに、その心情の安定が得られるよう配慮する必要がある。 

 

１０９．このような観点から、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法

律では、死刑確定者の外部交通を、①親族、②重大な利害に係る用務の処理の

ための面会又は信書の発受をすることが必要な者、③心情の安定に資すると認

められる者については原則として許すこととし、それ以外の者については、交

友関係の維持その他面会等を必要とする事情があり、かつ、刑事施設の規律・

秩序を害するおそれがないと認めるときに、刑事施設の長の裁量により、許す

ことができると規定されている。 

  

（ｃ）死刑執行の本人及び家族に対する告知 

１１０．死刑確定者本人に対する死刑執行の告知は、執行の当日、執行に先立

って行う取扱いとしている。これは、執行の当日より前の日に告知した場合、

当該死刑確定者の心情に及ぼす影響が大きく平穏な心情を保ち難いと考えられ

ること等の理由によるものである。 

 

１１１．また、被収容者が死亡した場合には、その遺族等に対し、死亡の原因

及び日時等を速やかに通知するとの規定のほかは、死刑確定者の家族等への通

知に関する法令上の規定は何ら存しないところ、死刑の執行日については、事

前に家族を始めとして外部の者には知らせない取扱いとしている。これは、死

刑確定者の家族等に対し、死刑執行の日時を事前に告知することにより、通知
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を受けた家族に対し無用の精神的苦痛を与えること、仮に通知を受けた家族と

の面会が行われ、死刑確定者本人が執行の予定を知った場合には、本人に直接

告知した場合と同様、当該死刑確定者の心情に及ぼす影響が大きく平穏な心情

を保ち難いと考えられること等の理由によるものである。 

 

（ｄ）恩赦 

１１２．死刑確定者は収容されている刑事施設の長に対していつでも恩赦の出

願をすることができ、出願があったときは、その刑事施設の長は、意見を付し

て、中央更生保護審査会にその上申をしなければならず、これを受けた中央更

生保護審査会において、審理がなされることとなっている。近年、死刑確定者

について恩赦がなされた例はないが、死刑確定者から恩赦の出願があると、そ

の都度恩赦の上申がなされ、中央更生保護審査会において審理が行われている。

また、恩赦の審理を求める手続については、恩赦法及び恩赦法施行規則に規定

されている。 

 

（ｅ）高齢者および精神障害者 

１１３．我が国の法律上、死刑の執行に関し、高齢者であることを理由に特別

の取扱いを定めたものはないが、刑事訴訟法第４７９条第１項は、死刑の言渡

を受けた者が心神喪失の状態にあるときは、法務大臣の命令によって執行を停

止すると規定しており、死刑確定者の精神状態については、常に注意を払い、

必要に応じ、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮が

なされており、このような判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあると判断さ

れた場合には、死刑の執行を停止することとなる。 

 

第７条 

１１４．我が国は、１９９９年６月に拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品

位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約を締結し、同条約第１９条１に基づ

き、第１回政府報告を２００５年１２月に、第２回政府報告を２０１１年７月

に提出した。 

 

１１５．なお、２００９年７月１５日に公布された「出入国管理及び難民認定

法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関す

る特例法の一部を改正する等の法律」において、退去強制を受ける者を送還す

る場合の送還先に、拷問禁止条約第３条第１項に規定する「拷問が行われるお

それがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国」を含まないことを明文化

した。 
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第８条 

１．人身取引対策 

１１６．日本政府は２００４年に策定した人身取引対策行動計画に基づき、Ｉ

Ｃ旅券の導入等の水際対策、在留資格「興行」に係る上陸許可基準の見直し及

び査証審査の厳格化、人身売買罪の創設、取締りの徹底、人身取引被害者への

在留特別許可の付与を可能とする入管法の改正等の人身取引対策を着実に実施

し、大きな成果を上げてきた。政府は、人身取引の手口の巧妙化・潜在化など

の人身取引をめぐる近年の情勢を踏まえ、２００９年１２月にこれを改訂し、

「人身取引対策行動計画２００９」を策定した。これに基づき、関係機関が相

互に連携し、それぞれの施策を包括的に実施していくことで、人身取引の防止・

撲滅及び被害者の保護の一層の充実を図ることとしている。 

 

１１７．同計画では、広報資料等を活用した潜在的被害者に対する被害者保護

施策の周知を盛り込むとともに、警察、入国管理局、法務局、婦人相談所、児

童相談所、労働基準監督署、外務本省、市区町村等の各種窓口や外国人総合相

談窓口において適切な対応がなされるよう、関係機関相互の連携を図り、また、

警察、入国管理局、労働基準監督署等が所管事犯や法違反事案を取り扱う際に

は、人身取引事犯の早期発見に努めることとしている。 

 

１１８．入国管理局における各種手続、警察における風俗営業等に対する立入

調査や取締り、婦人相談所における人身取引被害女性の保護等の活動や在京大

使館、ＮＧＯ関係者、弁護士等からの情報提供を通じて、関係行政機関におい

て、外国人女性及び外国人労働者の稼働状況や人身取引被害の発生状況、国内

外のブローカー組織の現状等の把握・分析に努めるとともに、わが国を経由し

て第三国に入国を図ろうとする人身取引事案の防止のため、航空会社と協力し

て、ブローカー等からの偽変造旅券の受渡し等不審な動きの監視・摘発に努め

ている。 

 

１１９．入国管理局では、人身取引事案についてデータベース化し人身取引の

防止を図っている。 

 

１２０．人身取引事案については、２００５年の刑法改正により、人身取引議

定書で犯罪化が要請されている全ての類型が処罰対象となるとともに、逮捕監

禁罪等の関連犯罪の法定刑が引き上げられ、刑法やその他関連刑罰法規を適用

して人身取引事案の訴追を行っている。 
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１２１．また、同年の入管法改正により、被害者保護の強化（被害者に在留特

別許可できる規定の新設等）及び加害者処罰に係る規定を整備するなど、関連

法規の改正を行っている。 

 

１２２．量刑は、犯罪の態様、結果、動機、犯行への関与の程度、前科等の諸

事情を総合的に考慮して決せられるものであるところ、２０１０年において、

警察が人身取引事案として検挙し、起訴された１４名の量刑は、懲役刑の実刑

判決を受けた者が７名（５名は罰金併科）、執行猶予付の懲役刑の判決を受けた

者が６名（４名は罰金併科）、罰金判決を受けた者が１名であり、事案に応じて

適切な量刑が科されている。 

 

１２３．被害者の保護については、関係機関と連携の上、その推進に取り組ん

でいる。婦人相談所における被害女性の保護、援助等については、より適切な

保護が見込まれる場合には民間シェルター等への一時保護委託を実施している

ほか、被害者の母国語による支援の充実、必要な医療ケアの提供、カウンセリ

ング、利用可能な法的援助に関する周知を図っている。また、我が国への滞在

が中長期化している被害者に対する保護施策についても、被害者の精神的負担

の軽減に努めることとしている。 

 

１２４．さらに、被害者の保護を優先する観点から、被害者の立場を十分考慮

しながら、被害者の希望等を踏まえ、被害者が正規在留者である場合には、在

留期間の更新や在留資格の変更を許可し、被害者が不法残留等の入管法違反状

態にある場合には、在留特別許可を行って、被害者の法的地位の安定を図って

いる。 

 

１２５．２００５年の入管法改正以降現在までの間に保護した人身取引被害者

のうち、不法滞在状態にあった者全員について在留を特別に許可している。 

 

２．いわゆる従軍慰安婦問題 

１２６．本規約は、我が国が同規約を締結（１９７９年）する以前に生じた問

題に対して遡って適用されないため、いわゆる従軍慰安婦問題を同規約の実施

状況の報告において取り上げることは適切でないが、２００８年１０月第９４

回会期自由権規約委員会の審議及び日本の報告書に対する最終見解に留意し、

我が国の取組について述べることとする。 
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１２７．我が国は、かつて植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけ

アジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた事実を謙虚に受け止め、

これまで痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明してきた。ま

た、戦後一貫して、軍事大国にならず、いかなる問題も平和的に解決するとの

立場を堅持している。 

 

１２８．我が国政府としては、いわゆる従軍慰安婦問題が多数の女性の名誉と

尊厳を傷つけた問題であると認識しており、これまで、機会あるごとに慰安婦

の方々へ心からのお詫びと反省の気持ちを表明してきた。 

 

１２９．我が国は、関係国との間でサンフランシスコ平和条約、二国間の平和

条約等を締結し、それらに従って賠償の支払い等を誠実に行ってきた。このよ

うに先の大戦に関する請求権等の問題については、これら条約等の当事国との

間においては、法的に解決されている。しかしながら、慰安婦問題は多数の女

性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとして、日本政府は日本が心からの

お詫びと反省の気持ちを元慰安婦の方々に表明することが適当であると判断し

た。アジア女性基金（ＡＷＦ）は、１９９５年に設立され、政府による約４８

億円の支援を受けながら元慰安婦の方に医療・福祉事業や、日本国民の募金を

原資とした計約６億円の「償い金」を直接届ける等の支援を行った。  

 

１３０．同基金は、関係国との調整の結果、最後の事業としていたインドネシ

ア事業が完了したことから、２００７年３月末をもって解散したが、日本政府

としては、同基金の事業に表れた日本国民の本問題に対する真摯な気持ちに理

解が得られるよう今後とも最大限努力していく考えであり，同基金の事業のフ

ォローアップを行っていく。 

 

第９条 

１．被疑者の身柄拘束 

（１）身柄拘束期間 

１３１．これまでの報告のとおり。 

 

（２）取調べ 

（ａ）取調べに係る手続の適正 

１３２．検察では、２００８年４月、取調べの適正を一層確保するため、検察

における取調べ適正化方策を公表した。同方策では、被疑者やその弁護人等か

ら取調べに関する不満等の陳述や申入れがなされた場合、その内容を書面化さ



30 
 

せて決裁官にその内容等を報告させ、決裁官において、所要の調査を行って必

要な措置を講じ、可能な範囲で申入れ者に説明を行うこととし、その後、同方

策に従った運用がなされている。 

 

１３３．警察においても、２００８年１月、警察捜査における取調べの一層の

適正化を推進するため、警察捜査における取調べ適正化指針を取りまとめ、取

調べに対する監督の強化、取調べ時間の管理の厳格化及び捜査に携わる者の意

識向上等、これに基づく各種施策を推進している。 

 

１３４．加えて、検察では、２０１１年７月、最高検察庁に監察指導部を新設

し、同部において、違法又は不適正な取調べを含む検察官等の違法・不適正行

為等を把握し、調査を行った上で指導するなどの体制を整備した。 

 

（ｂ）時刻と時間 

１３５．捜査の流動性や事件の多種多様性にかんがみると、一定時間を超える

取調べや特定の時間帯における取調べを法律で一律に規律することは困難であ

る。 

 

１３６．もっとも、近年、我が国の警察及び検察では、被疑者に過度の負担を

かけることがないよう、従前にも増して、取調べの時間及び時刻について配慮

している。 

 

１３７．検察では、検察における取調べ適正化方策において、逮捕・勾留中の

被疑者を取り調べるに当たっては、①刑事施設等において定められている時間

帯に就寝、食事又は入浴等ができるように努めること、②やむを得ない理由が

ある場合以外は、深夜に又は長時間にわたる被疑者の取調べは避けること、③

被疑者の取調べにおいては、少なくとも４時間ごとに休憩時間をとるように努

めることとし、その後、同方策に従った運用がなされている。 

 

１３８．警察においては、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長

時間にわたる取調べを原則として避けなければならないとする規定を内部規則

に明記し、また、２００８年１月に取りまとめた警察捜査における取調べの適

正化指針に基づき、新たな内部規則を制定し、１日につき８時間を超えて取調

べを行うとき等には警察本部長等の事前の承認を受けることとした上、この事

前の承認を受けずにかかる取調べを行った場合、取調べの中止その他の措置を

講ずることを同内部規則に明記している。 
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１３９．さらに、我が国の警察及び検察では、取調べ時刻及び時間等を書面で

記録するとともに、その内容を被疑者に確認させて、その署名押印を得ること

などの措置を講じ、取調べ時間の適正や客観性を担保することとしている。 

 

（ｃ）弁護人の立会い 

１４０．我が国の刑事司法手続においては、諸外国で認められているような司

法取引や会話の傍受等の強力な証拠収集手段がほとんど認められていないこと

などから、被疑者の取調べは、事案の真相を解明するため最も重要な捜査手法

となっており、極めて重要な役割を果たしている。 

 

１４１．ところが、被疑者の取調べに弁護人を同席させることを義務付けると

した場合、①取調官が被疑者と向き合い、聴取と説得を通じてその信頼を得つ

つ、事案の真相を聞き出すという取調べの本質的機能を大きく阻害するおそれ

があること、②取調べの際に示される証拠や情報を弁護人が直接見聞すること

となるため、例えば、他の客観的証拠等と矛盾する供述をしている被疑者に対

し、取調官が一部の証拠の内容を示して矛盾点を問い質すなど、我が国で一般

的に用いられている取調べの手法を用いることが困難となる場合が生じ、被疑

者の供述の真偽を吟味しながら十分な取調べを行うことが困難となること、③

起訴前の身柄拘束には、最長２３日間という期間制限が設けられているところ、

弁護人の同席が得られない限り取調べを行うことができない仕組みとすると、

必要に応じて迅速に取調べを行うことができなくなること、などにより捜査に

重大な支障を生ずるおそれがある。 

 

１４２．他方で、被疑者と弁護人との接見については、被疑者国選弁護制度の

対象事件が死刑、無期又は長期３年を超える懲役又は禁錮に当たる事件へと拡

大され、第１０条部分に後述のとおり、我が国において、被疑者と弁護人との

接見については、従来以上にその保障が担保されている。弁護人の立会いの問

題については、刑事手続全体における取調べの機能、役割との関係で慎重な配

慮が必要であるところであり、様々な観点からの慎重な検討を要する問題であ

ると考えている。 

 

（ｄ）電磁的手段による記録 

１４３．検察においては、裁判員裁判における自白の任意性の効果的・効率的

な立証方策の検討の一環として、２００６年７月から被疑者の取調べの録音・

録画の試行を始め、２００９年４月から、原則として、裁判員裁判対象事件の
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うち自白事件の全件について被疑者の取調べの録音・録画を実施することとし、

その後、２００９年４月から２０１１年３月末までに合計３,２９６件の取調べ

の録音・録画が実施された。 

 

１４４．警察においても、同様に、２００８年９月から、一部の都府県警察に

おいて、裁判員裁判対象事件のうち自白事件の被疑者の取調べの録音・録画の

試行を開始し、２００９年４月からこの試行を全国警察に拡大した。２０１１

年３月末までに、合計７９１件の試行が実施された。 

 

１４５．このような検察及び警察における録音・録画は、取調室の状況や取調

官の発問状況、被疑者の表情、声の様子、挙動等を客観的に明らかにするもの

であり、録音・録画された取調べの中において、被疑者が自白の経緯や取調べ

状況について自由に供述する機会が与えられている上、犯罪を立証する上で不

利な供述がなされていても途中で録音・録画が中断されることはなく、録音・

録画については、その終了後に一切改変や編集を加えることなくそのまま弁護

人に開示されている。 

 

１４６．また、法務省等において、被疑者の取調べの可視化やこれを含めた刑

事司法制度の在り方等についての検討がなされているところであり、具体的な

検討状況については次のとおりである。 

 

１４７．法務省においては、２００９年１０月以降、省内に被疑者取調べの可

視化に関する勉強会を設け、２０１１年８月、その調査・検討の結果を取りま

とめるとともに、制度としての取調べの可視化の在り方について一定の方向性

を示した上で、その制度設計の検討に資するよう、検察の運用による取調べの

録音・録画を試行的に拡大することとした。 

 

１４８．これを受けて、検察においては、２０１１年８月から試行的に裁判員

裁判対象事件における被疑者の取調べの録音・録画の範囲を拡大し、否認事件

も対象として様々な取調べの場面の録音・録画を実施している。加えて、検察

では、同年３月からは特別捜査部が取り扱う身柄事件の取調べ、同年７月から

は、知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等の取調べの

録音・録画の試行を始めており、これらの試行の対象にも否認事件が含まれる

上、取調べの全過程の録音・録画も試行の対象となっている。 

 

１４９．また、警察においては、２０１０年２月、治安水準を落とすことのな
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い取調べの可視化を実現するために、捜査手法の高度化についても検討をする

ため、国家公安委員会委員長が主催する部外有識者からなる研究会が設けられ

た。同研究会は、２０１１年４月、それまでの議論を整理し、今後の検討課題

を明らかにするため、中間報告を取りまとめた。 

 

１５０．さらに、法務大臣は、２０１１年６月、その諮問機関に対し、被疑者

の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の導入など、時代に即し

た新たな刑事司法制度を構築するための法整備の在り方について諮問を行い、

審議が行われている。 

 

（ｅ）警察の役割 

１５１．我が国においては、捜査段階から起訴・公判段階を経て、刑の執行段

階にいたるまでのすべての刑事手続について規定する刑事訴訟法が、「事案の真

相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」

（第１条）と定めており、警察官の行う捜査についても、事案の真相を明らか

にして事件を解決することが基本とされている。 

 

１５２．また、警察では、捜査を行うに当たっては、証拠によって事案を明ら

かにしなければならない旨並びに捜査は公訴の実行及び公判の審理を念頭に置

いて行わなければならない旨を内部規則に明記しており、公判のための証拠収

集にも努めている。 

 

２．入管施設における収容 

（１）収容期間 

１５３．我が国の退去強制手続は、身柄を収容して進めることが原則とされて

いるものの、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている場合で

あっても、人道的配慮を要するなどの情状等にかんがみ、身柄の拘束を解く必

要が生じたときには、職権又は請求により仮放免を認めるなど、人権保障の観

点にも十分配慮した弾力的な運用を行っている。なお、２０１０年は、仮放免

許可申請５，６２９件のうち、４,１７４件について許可している。 

 

（２） 処遇（女子被収容者に対する配慮を含む） 

１５４．入国管理局の収容施設に収容されている被収容者には、通信文の発受、

親族・知人や弁護士等との面会、物品の購入、礼拝等の宗教活動が認められて

おり、運動の機会の確保にも努めている。また、給食は、被収容者の風俗、習

慣、宗教等に配慮し、栄養士がカロリー計算の上、栄養バランスに配慮した食
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事を配膳しているほか、常駐の医師による診療や外部の医療機関に連行しての

診療を実施しており、また、一部の収容施設においては、精神科医の診療や臨

床心理士によるカウンセリングを行うなど、健康管理に万全を期しており、入

浴や居室、寝具などの衛生保持にも十分配慮している。 

 

１５５．さらに、被収容者処遇規則では、意見箱の設置により所長等が被収容

者から直接意見を聴取する制度を実施して処遇の適正を期するものとしており、

２０１０年は９１３件の意見が出されているほか、被収容者が自己の処遇に関

して不服があるときは、当該収容施設の長に対し不服を申し立て、最終的には、

法務大臣に対して異議を申し立てることができることとする不服申出制度を導

入しており、２０１０年の不服申出は５８件、異議申出件数は１７件となって

いるなど被収容者の人権に一層配慮した処遇の確保に努めている。 

 

１５６．また、２００９年の入管法の改正により、２０１０年７月からは、入国

者収容所等視察委員会が設置されたところ、学識経験者や法曹関係者等の公平・

中立性を有する者から法務大臣が任命する委員会の委員は、収容施設の視察や被

収容者との面接、収容区域内に設置する提案箱を通じて被収容者から自由な意見

の提出を受けて、その結果に基づいて入国者収容所等の運営に関して入国者収容

所長等に意見を述べ、もって、警備処遇の透明性の確保、入国者収容所等の運営

の改善として窓ガラスの一部透明化や、精神科の定期診療開始といった向上が図

られている。 

 

１５７．さらに、入国者収容所長等が入国警備官の立会の必要がないと認める

ときは、面会の立会を省略することができ、設備の整っている一部の収容施設

においては、一定の時間帯において被収容者が職員の立会なしに自由に電話を

使用できることとするなど、被収容者の人権により一層配慮している。 

 

１５８．また、２０１０年９月には、入国管理局と日本弁護士連合会が出入国

管理行政における収容に関する諸問題についてより望ましい状況を実現するた

めの方策等を協議する場を持つことに合意し、定期的に協議を行うとともに、

弁護士による被収容者に対する無料法律相談を実施するなどしている。 

 

１５９．女子被収容者に対する配慮も行っている。被収容者処遇規則において

女子被収容者に対する特則が定められており、これを受けて女子被収容者の処

遇はすべて女子入国警備官が行うという方針に基づき、女子入国警備官の増配

置を図りつつ、その徹底に努めている。特に身体検査、衣類の検査及び入浴の
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立会いといった女子被収容者の処遇はすべて女子入国警備官や他の女子職員が

行うよう徹底している。 

 

３．精神保健福祉法による措置入院等 

１６０．２００６年には、障害者自立支援法の施行に伴い、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律の改正を行い、①医療保護入院等に係る精神保健指定

医による診察の特例措置を導入したほか、②任意入院患者に関する病状報告制

度を導入したこと、③改善命令に従わない精神科病院に関する公表制度を導入

したこと等、精神障害者の人権に配慮した適正な精神医療の確保を図る等の措

置を講じたところである。 

 

１６１．２００９年の精神医療審査会の審査状況は以下のとおりである。 

  ○定期報告   措置入院での入院継続が不要な者     ０人 

           医療保護入院での入院継続が不適当な者  ４人 

  ○退院請求   入院が不適当な者           ６２人 

  ○処遇改善請求 処遇が不適当な者           １２人 

 

１６２．さらに、精神医療審査会における審査期間について、原則１か月以内

としていることを改めて徹底しているところである。 

 

１６３．なお、心神喪失者等医療観察法は、２００５年７月１５日に施行され

ている。 

 

４．ハンセン病差別撤廃に向けた取組 

１６４．政府としては、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に

関する法律」や「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」（２００９年４月

１日施行）に基づき、適切な補償を行うとともに、啓発事業の実施等によるハ

ンセン病療養所入所者等の名誉の回復や福祉の増進のための措置を行い、ハン

セン病問題の早期かつ全面的解決に向けて今後も引き続き全力を尽くすことと

している。 

 

１６５．また、政府は、ハンセン病差別問題について、我が国の経験を活かし

て国際的なイニシアティブをとって活動しており、人権理事会においては、２

００８年から３年連続で我が国が提出した「ハンセン病差別撤廃決議」が全会

一致で採択された。さらに、２０１０年には、国連総会において我が国が提出

した、ハンセン病に関する誤った認識や誤解に基づく偏見・差別の問題を解決
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するため、各国政府等に対し「ハンセン病差別撤廃のための原則及びガイドラ

イン」に十分な考慮を払うことを求める決議が全会一致で採択された。 

 

１６６．政府は、同原則及びガイドラインを各国で普及促進させていくことが

重要であることから、２０１１年４月、ハンセン病人権啓発大使の委嘱期間を

２年間延長し、引き続き大使と連携してハンセン病差別問題に取り組んでいく

こととしている。 

 

第１０条 

１．刑事拘禁施設における弁護人との接見交通権 

（１）刑事訴訟法第３９条第３項に基づく接見指定権の行使 

１６７．２００８年９月からは、逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接

見に関し、検察及び警察において、被疑者に対して、弁解録取の際に、弁護人

選任権を告知するとともに、取調中に弁護人等と接見したい旨の申出があると

きは直ちにその申出があった旨を弁護人に通知する旨告知するほか、弁護人が

ない場合に自らの費用で弁護人を選任したいときは、弁護士、弁護士法人又は

弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨教示し、また、取

調中の被疑者又は検察庁に押送された被疑者について弁護人等から接見の申出

があった場合には、できるかぎり早期に接見の機会を与えるように配慮するこ

ととしている。 

 

（２）施設管理上の必要に基づく制約 

１６８．施設管理上の必要に基づく制約とは、これまで報告したとおり、例え

ば、刑事施設が、緊急の必要性のない深夜の接見を拒否するような場合であり、

施設の人的及び物的条件が有限である以上、当然に認められる制約で、やむを

得ないものである。 

 

１６９．刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第１１８条は、未決

拘禁者の弁護人等との面会の日及び時間帯を、日曜日その他政令で定める日以

外の日の刑事施設の、執務時間内とするものとし、施設管理上の必要に基づく

未決拘禁者の弁護人等との面会の制限を認めている。しかし、休日においても、

緊急の必要性がある場合、弁護人接見の訴訟手続上果たす重要な役割にかんが

み、一定の条件で接見を認めることとしている。 

 

１７０．また、前回報告でも述べたとおり、留置施設においては、被留置者と

弁護人等との接見交通権の重要性に鑑み、休日その他留置施設の執務時間外に
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おいても、できる限り配慮して応じることにしている。 

 

（３）刑事施設視察委員会 

１７１．刑事施設視察委員会（以下「委員会」という。）は、各刑事施設に設置

され、刑事施設の視察、被収容者との面接、被収容者からの書面の受領等の活

動を行い、刑事施設の運営の状況を把握した上で、刑事施設の長に対し、その

運営に関する意見を述べることを職務としている。 

 

１７２．刑事施設の長は、委員会に対し、当該施設の運営状況について、定期

的に、又は必要に応じて情報を提供することが法定されている。また、刑事施

設の長は、委員会が実施する視察や被収容者との面接について、必要な協力を

しなければならないこととされている。このようなことから、委員会に対して

は、刑事施設の運営の状況を把握するための情報にアクセスする機会も、法律

の規定によって十分に保障されているものと考えている。 

 

１７３．また、委員会の委員は、刑事施設の長などの管理者が任命するもので

はなく、法務大臣が任命しているところ、委員の任命に当たっては、あらかじ

め弁護士会、医師会、地方公共団体等から推薦を受け、当該推薦に基づき決定

している。 

 

（４）刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会 

１７４．刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会（以下「調査検討

会」という。）は、刑事施設を所管する矯正局からの独立性を確保するため、法

務省大臣官房秘書課に独自の事務局を有している。 

 

１７５．調査検討会は、弁護士、医師、法学者など５名程度の外部有識者で構

成されており、法務大臣が構成員を選定するに当たっては、適任者の人選を政

府外の関係団体に依頼し、その推薦を受けて選任することなどにより、構成員

の配置が適切なものとなるよう配慮している。 

 

１７６．調査検討会は、不服申立ての審査結果が法務大臣の見解と異なるとき

は、同大臣に対し提言を行い、不服申立ての処理案の見直し等を求めることに

なる。他方、法務大臣は、調査検討会の提言を尊重し、可能な限りこれに沿っ

た不服申立ての処理を行っている。 

 

１７７．なお、調査検討会にかかる情報は、法務省ホームページにおいて公表
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している。 

 

（５）法的援助にアクセスする権利 

１７８．自由権規約委員会の最終見解（CCPR/C/JPN/CO/５）に対する日本政府

コメントパラグラフ６参照。 

 

２．矯正施設における処遇状況 

(１)受刑者の処遇 

１７９．我が国の刑事施設における年末収容人員は、１９９３年の４５，５２

５人から一貫して増加傾向を示していたが、２００７年には１４年ぶりに減少

に転じ、２０１０年は対前年比２，２７５人減の７２，９７５人となっている。

しかしながら、高率・過剰収容状態が常態化していることに変わりはなく、受

刑者等の既決被収容者について見ると、２０１０年末現在、６４，８８３人、

収容率は９０パーセントに達し、また刑事施設の本所７７庁のうち１３庁にお

いて収容定員を超え、うち２庁は１２０パーセントを超えている。 

 

１８０．このような高率・過剰収容状態が常態化していることに加え、暴力団

関係者、覚せい剤事犯者、累入等、その処遇に困難を伴う者の割合が依然とし

て少なくなく、被収容者の高齢化が進んでいることも併せて、処遇上、保安警

備上特段の配慮を必要とする状況にある。 

 

１８１．刑事施設の職員（配置定員）数は、２００６年度末が１７,９１２人で

あったところ、２０１０年度末は１９,１０９人であり、１,１９７人増加した。

この結果、職員１人当たりの被収容者数（年末収容人員／年度末職員数）は、

この５年間に約４．５人から約３．９人と若干の改善が見られた。しかしなが

ら、依然として高率・過剰収容が続いていることなどから、引き続き、職員負

担の軽減に努めている。 

 

１８２．なお、法務省矯正局と我が国のＮＧＯの一つである日本弁護士連合会

とは、前回報告で言及した勉強会終了後も、後述する監獄法改正に当たり意見

交換したほか、その後も年に数回程度、議題を決めて意見交換を行なっている。 

 

（ａ）処遇調査及び集団編成 

１８３．受刑者の改善更生及び社会復帰を図るためには、個々の受刑者の持つ

人格特性及び環境的・社会的諸問題に対応した処遇を行う必要がある。個々の

受刑者の持つ問題点を明らかにするための科学的調査を処遇調査といい、その
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結果に基づいて処遇計画である処遇要領を策定し、その計画を効果的に実施す

るための集団を編成し、各集団に応じた有効な処遇を行っている。 

 

１８４．具体的には、新たに刑が確定して刑事施設に入所した受刑者は、その

時点で行われる処遇調査の結果によって、必要な矯正処遇の種類及び内容、属

性、犯罪傾向の進度が判定され、収容される施設が決定されている。 

 

（ｂ）刑務作業 

１８５．刑務作業は、受刑者の改善更生及び社会復帰を図るための重要な矯正

プログラムの一つである。これは、受刑者に規則正しい勤労生活を行わせるこ

とにより、その心身の健康を保持し、勤労意欲の養成や規律ある生活態度の習

得並びに共同作業を通じて自己の役割及び責任の自覚を助長するとともに、職

業的知識及び技能を付与することにより社会復帰を促進することを目的として

いる。 

 

１８６．特に、刑務作業の一種類としての職業訓練は、受刑者に対して職業に

関する免許若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得さ

せることを目的として実施している。 

 

１８７．職業訓練の種目には、溶接科、電気通信設備科、自動車整備科、情報

処理技術科、建設機械科、ホームヘルパー科等がある。２０１０年度は、１１,

８８５人が職業訓練を修了し、そのうち５,９１９人が電気工事士、自動車整備

士、情報処理技術者、訪問介護員等の免許又は資格を取得している。 

 

１８８．刑務作業における就業条件の基準は、原則として一般社会のそれに照

らして適正なものでなければならないとされており、作業時間については、矯

正指導の時間と合算して１日につき８時間を超えない範囲で定めることとされ

ており、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日等が作業

を行わない日となっている。また、所内では、一般の民間企業を対象とした厚

生労働省の定める労働安全衛生法に準じ、各種の刑務作業上の災害防止策がと

られている。受刑者は、作業時間中雑談を禁止されるが、これは作業上の安全

を確保するために必要な最小限の措置であり、作業上必要な会話は許可されて

いるほか、休憩時間中の会話は禁止されていない。 

 

１８９．刑務作業が過酷な条件の下で行われているものではないことは、２０

１０年度末において、所定の作業に服する義務のない禁錮刑を言い渡された受
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刑者の約９０パーセントが、自らの希望で懲役受刑者と同様の作業を行ってい

ることからも明らかである。 

 

（ｃ）改善指導 

１９０．受刑者は矯正処遇として改善指導を受けることが義務付けられている。

改善指導には、すべての受刑者を対象とした一般改善指導と、特定の事情を有

することによって改善更生、円滑な社会復帰に支障が認められる受刑者を対象

とした特別改善指導がある。 

 

１９１．一般改善指導は、講話、面接等の方法により、①被害者感情を理解さ

せ、罪の意識を培わせること、②規則正しい生活習慣や健全な考え方を付与し、

心身の健康の増進を図ること、③生活設計や社会復帰への心構えを持たせ、社

会適応に必要なスキルを身に付けさせること等を目的として行われている。 

 

１９２．特別改善指導には、薬物依存離脱指導、暴力団離脱指導、性犯罪再犯

防止指導、被害者の視点を取り入れた教育、交通安全指導、就労支援指導があ

る。 

 

（i）薬物依存離脱指導 

１９３．麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存がある者に対し、薬物依存

からの回復に取り組む民間自助団体等の協力を得るなどして、薬物使用に係る

自己の問題性を理解させた上で、再使用に至らないための具体的な方法を考え

させる等の指導を行っている。 

 

（ii）暴力団離脱指導 

１９４．暴力団員に対し、暴力団の反社会性を認識させ、離脱意志の醸成を図

る等の指導を行っている。 

 

（iii）性犯罪再犯防止指導 

１９５．性犯罪につながる認知の偏り、自己統制力の不足等がある者に対し、

性犯罪に結び付いた要因を幅広く検討し、特定させた上で、その要因が再発す

ることを防ぐための具体的な手段を考えさせ、身に付けさせる等の指導を行っ

ている。 

 

（iv）被害者の視点を取り入れた教育 

１９６．人の生命又は心身に重大な被害をもたらす犯罪を犯し、被害者に対す
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る謝罪や賠償等についての意識が乏しい者に対し、罪の大きさや被害者等の心

情等を認識させるなどし、被害者等に誠意をもって対応するための方法を考え

させる等の指導を行っている。 

 

（v）交通安全指導 

１９７．自動車等の運転により犯罪を犯し、遵法精神や交通安全に関する知識

が乏しい者に対し、運転者の責任と義務を自覚させ、罪の重さを認識させる等

の指導を行っている。また、特定の施設において、交通安全指導の一環として、

アルコール依存から回復するための指導も行っている。 

 

（vi）就労支援指導 

１９８．職場における人間関係に適応するのに必要な心構え及び行動様式が身

に付いておらず、仕事が長続きしない者に対し、就労に必要な基本的スキルと

マナーを習得させ、出所後の就労に向けての取組を具体化させる等の指導を行

っている。 

 

（ｄ）教科指導 

１９９．受刑者の中には、社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更

生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる者がおり、こうした受刑者に

対しては、小学校又は中学校の教科の内容に準ずる内容の補習教科指導を行っ

ている。また、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認めら

れる受刑者に対しては、その者の学力に応じて高等学校等の教科の内容に準ず

る内容の特別教科指導を行っている。さらに、法務省と文部科学省の連携によ

り、刑事施設内において高等学校卒業程度認定試験を実施し、また、特定の施

設において同試験の受験に向けた指導を積極的かつ計画的に実施している。 

 

（ｅ）その他の教育的活動 

２００．各刑事施設において、部外協力者による指導、刑執行開始時の指導及

び釈放前の指導を行っているほか、少年受刑者に対しては、その特性に応じた

教育を行っている。 

 

２０１．刑執行開始時の指導及び釈放前の指導については、刑執行開始後一定

の期間、受刑者に対し、刑執行開始時の指導として、受刑の意義、矯正処遇の

概要、刑事施設における生活及び行動等について指導を行っている。また、釈

放前における一定の期間、帰住及び釈放後の生活に関し必要な事項として、釈

放後の社会生活において直ちに必要となる知識の付与、社会復帰後の就職に関
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する知識及び情報の付与、保護観察制度その他更生保護に関する知識の付与等

を行っている。 

 

（ｆ）少年受刑者の処遇 

２０２．少年受刑者については、少年受刑者処遇要領票を作成し、同票に基づ

き、個別担任制を活用した個別面接等による個別指導、重点的な教科指導、職

業訓練受講の督励、家族等との関係を維持及び改善させるための積極的な働き

掛け等を行うなど、心身が発達段階にあり、可塑性に富むなどの少年受刑者の

特性を考慮した処遇を実施している。また、少年院に収容された１４歳以上１

６歳未満の少年受刑者に対しては、矯正教育を行うこととされている。 

 

（ｇ）外部交通 

２０３．受刑者については、親族との外部交通は、人道上の観点から、一般的

にはこれを許すのが適当であるほか、重大な利害に係る用務の処理のために面

会による意思連絡が必要となる場合があること、さらに、受刑者の改善更生と

円滑な社会復帰のために友人・知人との健全で良好な関係を維持する上で、外

部交通は重要な手段となることなどから、親族や重大な利害に係る用務の処理

のため面会が必要な者などとの面会は、基本的に保障するとともに、それ以外

の者との面会も、一定の要件がある場合に、これを許すことができるとしてい

る。 

 

（２）被収容者の生活 

２０４．被収容者の衣類・寝具、食事、保健衛生及び医療（入浴，運動，健康

診断及び医療）並びに規律及び秩序については、前回報告のとおり。 

（ａ）懲罰 

２０５．懲罰の目的及び手続については前回報告のとおり。懲罰の種類には、

戒告、作業の１０日以内の停止、自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の

１５日以内の停止、書籍等の閲覧の一部又は全部の３０日以内の停止、報奨金

計算額の３分の１以内の削減及び、３０日以内の閉居がある。閉居罰は、他の

被収容者を含む他者との接触を絶った厳格な隔離の下で、原則として昼夜居室

内において起居させ、自己の犯した反則行為について反省を促すために謹慎さ

せることを内容とするものである。閉居罰の執行に際しては、健康を害するこ

とがないよう十分に配慮している。 

 

（ｂ）保護室への収容 

２０６．被収容者が、自傷行為に及ぶおそれがある場合や、刑務官の制止に従
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わず、大声又は騒音を発する場合、他人に危害を加えるおそれがある場合、刑

事施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがある場合で、

刑事施設の規律及び秩序を維持するため特に必要がある場合に、法令に基づき

保護室に収容することがある。保護室には、その目的達成の観点から、構造上、

遮音性、堅牢性等に配慮し、自殺等に供されやすい設備、器具、突起物等を除

き、壁や床に柔らかい材質のものを使用している居室がある。保護室収容中の

者については、早期に解除できるよう被収容者に働きかけるほか、刑事施設の

長は、被収容者を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、

速やかに、その被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意

見を聴かなければならないものとされている。 

 

（ｃ）不服申立制度 

２０７．刑事施設の措置に対する被収容者の不服申立制度としては、一般的な

制度として、民事・行政訴訟、告訴・告発、人権侵犯申告等がある。また、旧

監獄法の下では、情願及び所長面接の制度があったが、刑事収容施設及び被収

容者等の処遇に関する法律の下では、不服申立ての制度が整備され、被収容者

は、刑事施設の長による一定の措置（信書の発受の差止めや懲罰等の処分など）

については、その取消し等を求める審査の申請・再審査の申請を、刑事施設の

職員による一定の事実行為（被収容者の身体に対する違法な有形力の行使等）

については、その事実の確認を求める事実の申告を（いずれも、まず、矯正管

区の長に対して申請・申告を行い、その判断に不服があるときは、法務大臣に

対して、申請（再審査の申請）・申告を行うことができる）、また、自己が受け

た処遇全般については、法務大臣、監査官及び刑事施設の長に対し苦情の申出

をすることができる。 

 

○被収容者の不服申立件数 

年 次 総 数 
審査の

申 請 

再審査

の申請 

事実の申告 
大 臣 

苦 情 

大 臣 

情 願 
訴 訟 

告訴・

告発 

（注１） 

その他 

（注２） 管区長 大 臣 

2006 13,021 1,774 338 590 156 2,320 4,219 286 705 2,633 

2007 13,237 3,075 763 880 222 4,036 277 281 789 2,914 

2008 13,756 3,813 917 957 238 4,052 … 358 855 2,566 

2009 14,238 3,717 1,177 1,279 403 4,173 … 243 830 2,416 

2010 13,530 3,486 1,093 1,142 332 4,219 … 271 746 2,241 

注 １ 被収容者が捜査機関あてに発信した告訴・告発状と題する信書の通数である。 

  ２ 人権侵犯申告、付審判請求等であり、監査官及び刑事施設の長に対する苦情の申出は含まない。 
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２０８．刑事施設職員による被収容者に対する暴行を理由とする刑事処分及び

懲戒状況は以下のとおりである。 

 

（３）行刑運営の改善 

２０９．前回報告で言及した行刑改革を実現する上で最も重要な課題である監

獄法の改正は、２段階に分けて行われた。 

 

２１０．まず、２００６年５月、刑事施設の基本及びその管理運営に関する事

項を定めるとともに、刑事施設に収容されている受刑者等について、その人権

を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする「刑

事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が施行された。 

 

２１１．さらに、２００７年６月、未決拘禁者、死刑確定者等の処遇に関する

事項を中心とした「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正す

る法律」が施行された。この一部改正法の施行をもって、「刑事施設及び受刑者

の処遇等に関する法律」の題名は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関す

る法律」（以下「刑事収容施設法」という。）に改められ、監獄法の全面改正が

実現した。 

 

２１２．刑事収容施設法の特色として、刑事施設に関しては、以下の事項を挙

げることができる。 

①刑事施設に第三者からなる刑事施設視察委員会が設置されるなど、行刑運営

の透明性が確保されたこと。 

②被収容者の権利義務（宗教上の行為や書籍等の閲覧など）と職員の権限（手

錠等の使用、保護室への収容、武器の使用、懲罰など）が明確にされたこと。 

③矯正処遇として、作業、改善指導及び教科指導が規定されるなど受刑者の社

会復帰に向けた処遇が充実したこと。そのために、処遇要領に基づく計画的処

遇や制限の緩和、優遇措置などが導入されたこと。 

 2006 2007 2008 2009 2010 

刑事処分 0 0 0 0 2 

懲戒処分 

（免職） 0 0 1 0 2 

（停職） 0 0 1 1 4 

（減給） 0 3 2 6 1 

（戒告） 0 0 1 0 5 
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④衣類・食事などの給貸与や自弁物品の使用の範囲・要件が明確にされたほか、

適切な保健衛生上・医療上の措置が保障されるなど被収容者の生活水準が保障

されたこと。 

⑤面会及び信書の発受を一定の範囲で保障し、制限する場合の要件も明確にさ

れるなど外部交通が保障されたこと。また、要件を満たす受刑者については、

電話による通信も許容されたこと。 

⑥審査の申請、事実の申告及び苦情の申出からなる不服申立制度が整備された

こと。 

 

２１３．また、２０１１年６月には、刑事収容施設法の施行状況を確認しつつ、

運用改善を要する点等について検討を行った結果を踏まえ、この法律の趣旨を

より一層適切に実現すべく、「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則」（省

令）の一部改正等を実施した。 

 

（４）死刑確定者の単独室収容 

２１４．自由権規約委員会の最終見解（CCPR/C/JPN/CO/５）に対する日本政府

コメントパラグラフ１３から１５参照。 

 

３．代替収容制度 

（１）代替収容制度 

２１５．日本では、都道府県警察本部や警察署に、留置施設が設置されている

ところ、被疑者の勾留場所は、刑事訴訟法によって、刑事施設とされており（同

法第６４条第１項等）、刑事収容施設法は、刑事施設に収容することに代えて、

留置施設に留置することができると定めている（同法第１５条第１項）。この留

置施設に被疑者を勾留することができる制度が代替収容制度と呼ばれているも

のである。 

 

２１６．制度の中身については、自由権規約委員会の最終見解（CCPR/C/JPN/CO/

５）に対する日本政府コメントパラグラフ５参照。 

 

（２）留置施設視察委員会 

２１７．留置施設視察委員会は、留置施設の運用状況について透明性を高め、

被留置者の適正な処遇を確保するために、警察本部に設置される部外の第三者

から成る機関である。 

 

２１８．その委員は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱
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意を有する者のうちから、都道府県公安委員会が任命することとしており、具

体的には、弁護士等の法律関係者、医師、地方公共団体職員、大学職員、地域

の住民等から成る１０名以内の委員で構成されている。 

 

２１９．刑事収容施設法では、各委員は、留置施設を実際に視察し、被留置者

と面接するなどして留置施設の実情を把握した上で、委員会として留置業務管

理者に意見を述べ、一方、警察本部長は、委員会からの意見及びこれを受けて

警察が講じた措置の概要を公表することとされているところ、実際に、各委員

会は視察先の留置施設を自主的に決定して、計画的に留置施設の視察、被留置

者との面接等を実施しており、毎年度末には留置業務管理者に意見を述べてい

る。 

 

２２０．これまでに委員会が留置業務管理者に提出した意見は、施設の設備、

被留置者の処遇、留置担当官の勤務環境等、多岐にわたっており、こうした意

見を受けて留置業務管理者が講じた措置によって、被留置者の処遇は更に適正

化されている。 

 

２２１．なお、これらの意見と留置業務管理者が講じた措置は、各警察本部の

ホームページで公開している。 

 

（３）不服申立て制度 

２２２．刑事収容施設法では、留置施設に関する不服申立て制度として、処分

性のある行為等に係る審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使について

の事実の申告、処遇全般に関する苦情の申出の３つの制度が設けられている。 

 

２２３．このうち、審査の申請及び事実の申告は、被留置者が警察本部長に対

して行った申出の裁決に不服がある場合には、都道府県公安委員会に対して再

審査の申請や事実の申告を行うことができるとされており、この場合に、公安

委員会は、その内容を調査するために必要があるときは、留置業務管理者に対

して報告や資料の提出を命じること、指名する職員に申出人等の関係者に対す

る質問をさせること等を行うことができるとされている。 

 

（ａ）都道府県公安委員会による審査 

２２４．都道府県公安委員会は、都道府県警察の民主的運営を保障するため、

住民の良識を代表する合議制の機関として置かれており、第三者的な立場から

都道府県警察を管理するものである。その委員については、当該都道府県の議
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会の議員の被選挙権を有する者で、任命前５年間に警察又は検察の職務を行う

職業的公務員の前歴のない者のうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同

意を得て任命することとなっていることから、都道府県公安委員会の不服申立

ての審査は、当然のことながら、第三者的な立場から客観的かつ公平に行われ

ているものである。 

 

（ｂ）被留置者から受けた不服申立件数 

２２５．刑事収容施設法が施行された２００７年から２０１０年までの間に、

被留置者から受けた同法に基づく不服申立ての受理件数は、以下のとおりであ

る。 

 

○審査（再審査）の受理件数                    （単位；件） 

 2007年 2008年 2009年 2010年 合 計 

審査の申請 52   21   27   57   157   

再審査の申請 0   6   8   2   16   

総    数 52   27   35   59   173   

※各年、6月から翌年の 5月の数字を挙げている。 

 

○事実の申告の受理件数                      （単位；件） 

 2007年 2008年 2009年 2010年 合 計 

対警察本部長 18   23   13   69   123   

対公安委員会 1   2   0   3   6   

総    数 19   25   13   72   129   

※各年、6月から翌年の 5月の数字を挙げている。 

 

○苦情の申出の受理件数                       （単位；件） 

 2007年 2008年 2009年 2010年 合 計 

対 警 察 本 部 長 241   180   230   279   930   

対 監 査 官  73    49    83   53   258   

対留置業務管理者 272   242   223   405   1,142   

総 数 586   471   536   737   2,330   

※各年、6月から翌年の 5月の数字を挙げている。 

 

２２６．このほか、被留置者に限らず、警察職員の職務執行について苦情があ

る者が警察法に基づき都道府県公安委員会に対して苦情の申出をすることがで

きる制度もある。この制度により被留置者等が申し出た留置業務に関する苦情

は、２００６年が１４件、２００７年が５件、２００８年が１０件、２００９
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年が１８件、２０１０年が１７件となっており、これらの苦情の申出について

は、すべて適正に処理されている。 

 

（４）留置担当官に科された刑及び懲戒処分並びに被害者に提供された補償 

（ａ）留置担当官に科された刑及び懲戒処分 

２２７．２００６年から２０１１年７月までの間に、留置担当官が特別公務員

暴行陵虐罪又は特別公務員暴行陵虐致死罪で有罪が確定したものは、特別公務

員暴行陵虐罪が２件（２００８年に１件、２０１１年に１件、いずれも女性被

留置者に対するわいせつ行為）であり、当該留置担当官は２名とも懲戒免職の

処分を受けている。 

 

（ｂ）被害者に提供された補償 

２２８．２００６年から２０１０年までの間に被害者に提供された補償につい

ては、２００４年に防声具使用中の被留置者が死亡した事案に係る損害賠償請

求事件の判決が、２００９年に確定したことにより、同年、当該被害者の遺族

に対し、約７,２５５万円の賠償金が支払われている。 

 

第１１条 

２２９．これまでの報告のとおり。 

 

第１２条 

１．出入国管理制度及び難民認定法に規定する再入国許可制度 

２３０．特別永住者については、その歴史的経緯を考慮し、我が国における法

的地位の一層の安定化を図るため、入管特例法によりいくつかの特例が定めら

れており、さらに、入管特例法第１０条第２項（改正入管法施行後は入管特例

法第２３条第２項）により、法務大臣は、特別永住者の本邦における生活の安

定に資するとの入管特例法の趣旨を尊重するものとされている。 

 

２３１．２００９年の入管法の改正により、新たな在留管理制度が２０１２年

７月（予定）から導入されることとなり、適法に在留する外国人の利便性を向

上させるための措置として、みなし再入国許可制度が導入される。有効な旅券

及び在留カード（特別永住者にあっては特別永住者証明書）を所持する外国人

が、１年以内（特別永住者にあっては２年以内）に再入国する場合は、原則と

して再入国許可を必要としないこととした。 

 

２３２．また、新たな在留管理制度の導入に伴い、これまでどおり再入国許可
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を受けて出国する場合には、再入国許可の有効期間の上限が「３年」から「５

年」（特別永住者にあっては「４年」から「６年」）に伸長される。 

 

２．我が国の難民政策 

２３３．仮滞在許可制度の創設、難民として認定された者等の法的地位の安定

化、不服申立制度の見直し等を内容とする改正入管法が２００５年５月１６日

から施行された。 

 

２３４．難民条約等に規定する難民には該当せず、難民として認定されなかっ

た者についても、本国の状況等により帰国が困難である者又は我が国で在留を

認めるべき特別な事情がある者に対しては、当該事情を考慮し、人道的な配慮

が必要として特に在留を認めている。２００６年に５３人、２００７年に８８

人、２００８年に３６０人、２００９年に５０１人、２０１０年に３６３人に

在留を認め、２０１０年に実質的に庇護した者の数は、難民として認定した者

の３９人と併せて、４０２人であった。庇護申請者の取扱い等については第１

３条参照。 

 

（１） 難民条約上の難民 

２３５．我が国は、難民認定制度を創設した１９８２年から２０１０年末まで

に５７７人を認定している。なお、受理件数は、９,８８７人、取下げ等８８７

人、不認定７,４３８人となっている。 

 

（２）第三国定住 

２３６．第三国定住難民については、２００８年１２月１６日に行われた閣議

了解「第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施につい

て」に基づき、タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民のう

ち、ＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）が国際的な保護の必要な者と認

め、我が国に対してその保護を推薦する者について選考を行い、２０１０年か

ら、年に１回、約３０人の受入れをパイロットケースとして３年連続して行う

こととし、２０１０年には、２７人に我が国への定住を目的とする入国を許可

した。 

 

第１３条 

２３７．退去強制事由に該当すると認定された者の異議申立制度における口頭

審理では、代理人を選任するに当たり、資力が乏しいなど一定の要件を満たす

外国人は、日本弁護士連合会からの委託を受けて日本司法支援センター（法テ
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ラス）が実施する外国人に対する法律援助制度を利用することができ、代理人

弁護士の費用の援助を受けることができる。 

 

２３８．退去強制手続を進めるにあたり、日本語を十分理解できない者に対し

ては、入管法に規定する手続に関する訓令等に基づき、適宜本人が理解できる

外国語を使用し又は通訳人を介して審査等を行うこととしている。 

 

２３９．入国管理局では、語学研修等を通じて相応の語学能力を有する職員の

育成を行うとともに、通訳人の選定に当たっては、その能力、適格性を担保す

るよう配慮している。 

 

２４０．なお、通訳人について、入国管理局においては、例えば、韓国語、中

国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語など数十言語に及ぶリストを作

成しており、当該リストにより、速やかに対応できる体制になっている。 

 

２４１．また、外国語を使用して審査等を行った場合における供述調書等の作

成にあたっては、供述を録取した後に、当該外国語で調書の内容を読み聞かせ、

その内容に誤りがないか、外国人本人に確認させており、退去強制手続を受け

る者の人権を十分に尊重した取扱いを行っている。 

 

１．在留期間更新・在留資格変更不許可処分に対する異議申立制度 

２４２．不許可処分に異議を申し立てる手段として、不許可処分の取消しを求

める訴えを裁判所に提起することができる。不許可処分取消訴訟については、

２００６年から２０１０までに７９件提起され、そのうち、国側が勝訴し確定

したものが３２件、国側が敗訴し確定したものが２件、訴えが取り下げられた

ものが４４件、訴訟係属中のものが１件（２０１１年８月末現在）である。 

 

２．庇護申請者の取扱い等 

２４３．近年、難民認定申請数が急増したことに伴い、審査期間が長期化した

ことに対して、処理期間の短縮化を図るため、難民認定申請案件について、２

０１０年７月に、標準処理期間を６か月と設定・公表し、２０１１年３月末ま

でに、原則的には、すべての案件が、この期間で処理できるように取り組んだ

結果、２０１１年３月末における未処理案件のうち、申請から６か月を経過し

た案件は、全体の約４．７％（２０１０年６月末現在約６１％）まで減少して

いる。また、平均処理（審査）期間を四半期毎に公表している。すべての庇護

申請者が、弁護士、法的扶助、通訳、すべての手続期間中における適切な国に
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よる社会的支援又は雇用にアクセスする機会を確保すべく、各地方入国管理局

に難民支援担当窓口を設置するとともに、主要空港においては同窓口のほか、

難民支援団体の連絡先を表示し、社会的支援を受けることができるよう配慮し

ている。また、庇護申請者のうち正規在留者については、申請から一定期間経

過後に就労可能な在留資格を付与している。 

 

２４４．２００５年５月から施行されている難民審査参与員制度においては、

難民不認定処分に係る異議申立てに対する法務大臣の決定に当たっては、すべ

ての案件について難民審査参与員の意見を聴かなければならないなどとされて

いる。 

 

２４５．難民審査参与員には、日本弁護士連合会、ＵＮＨＣＲ、難民支援に豊

富な経験を持つＮＧＯ等から推薦を受けた者など幅広い分野から中立的な立場

にある有識者が任命されており、公正中立的な第三者機関として案件の審査を

行っており、法務大臣は、２０１１年７月末現在に至るまで、難民審査参与員

が提出した多数意見と異なる判断を行った事例はない。なお、難民審査参与員

を順次増員（２８人から５６人）し、異議申立手続の迅速化を図っている。 

 

２４６．このように、庇護申請を二次的に審査する公正中立な第三者機関であ

る難民審査参与員制度が設けられ、その意見を尊重する運用がなされている。

また、異議申立ての有無にかかわらず、処分に不服がある場合には行政訴訟を

提起することにより、司法の救済を求めることができる。なお、行政訴訟を提

起するに当たり、資力が乏しいなど一定の要件を満たす外国人は、日本弁護士

連合会からの委託を受けて日本司法支援センター（法テラス）が実施する難民

認定に関する法律援助制度等を利用することができ、代理人弁護士の費用の援

助を受けることができる（２０１０年度における難民認定に関する法律援助（訴

訟代理を含む。）申込受理件数は５７０件）。 

 

２４７．入管法では、難民認定申請中は送還は停止し、そのために収容が長期

に及ぶ場合等には、個々の事案ごとに、健康状態、収容期間その他の事情を考

慮し、人道上の観点から配慮が必要な場合、仮放免許可を弾力的に運用してい

るほか、我が国においては、退去強制手続における収容や退去強制令書発付処

分等が違法であると考える被収容者は、人身保護法又は行政事件訴訟法に定め

る手続により、これらの適法性について裁判所の判断を求めることが可能であ

るところ、このような訴訟を提起しようとする被収容者については、その送還

に当たっては、裁判を受ける権利の保障に十分な配慮を行っている。 
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第１４条 

１．法的枠組み 

（１）少年法の改正 

２４８．少年事件の手続は、第２回報告第１４条４で述べたとおりであり、我

が国の少年法は、少年の健全育成を図るとの基本方針を堅持している。 

 

２４９．２００７年５月、以下のように少年法等の一部が改正された。まず、

①家庭裁判所における審判の適正な事実認定・処遇選択をより一層十全なもの

とし、もって少年の健全育成のための措置に資するために、事実解明の徹底が

図られるよう、触法少年に係る事件についての警察の調査権限を少年法上も明

確にした（少年法第６条の２）。また、②１４歳未満の少年についても、深刻

な問題を抱える者に対しては、早期に矯正教育を授けることが本人の改善更生

を図る上で必要かつ相当と認められる場合もあると考えられることなどから、

特に必要と認める場合に限り、少年院に収容できることとされた（少年法第２

４条第１項、少年院法第２条第２項、第５項）。さらに、③保護観察の遵守事

項違反があり、その程度が重く、保護観察の継続によっては本人の改善更生を

図ることができないと認める場合に、家庭裁判所は、保護観察所の長の申請に

より、児童自立支援施設等送致又は少年院送致の保護処分を言い渡すこととさ

れた（少年法第２６条の４）。④一定の重大事件について、少年鑑別所送致の

観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人がないとき

は、家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができること

とされた（少年法第２２条の３第２項）。 

 

２５０．２００８年６月における少年法の一部改正では、家庭裁判所は、少年

の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、一定の重大事件の被

害者等に、少年審判を傍聴することを許すことができることとされた（少年法

第２２条の４）。これは、少年審判の傍聴を望む被害者等の心情を尊重すると

ともに、少年としても、被害者等が傍聴をしている場所で審判を受けることに

より、自らの非行の重大性を認識し反省を深めることに資することもあると考

えられることによる。 

 

（２）民事法律扶助法の廃止と総合法律支援法の制定 

２５１．民事法律扶助事業は、１９５２年に財団法人法律扶助協会によって開

始された事業であり、２０００年４月に制定された民事法律扶助法により、同

事業の内容及び同事業に関する国、弁護士会等の責務が明らかにされた。その



53 
 

後の一連の司法制度改革の過程において、全国どこでも法的トラブルの解決に

資する情報やサービスを受けられるようにするための体制を整備しようという

理念の下、総合法律支援法が２００４年に制定され、同法に基づき、国の全額

出資により、日本司法支援センター（法テラス）が２００６年に設立された。

同法制定に伴い、民事法律扶助法は廃止され、財団法人法律扶助協会が行って

いた民事法律扶助事業は法テラスに引き継がれた。 

 

２５２．民事法律扶助による援助を行った件数（法律相談を除く。）は、年々

増加しており、２０１０年度における件数は、１１７,５８３件となっている。 

 

（３）その他 

２５３．死刑事件の義務的再審査制度の採用、死刑事件の再審又は恩赦請求の

執行停止の効力、再審開始決定が確定していない死刑確定者と弁護士との面会

については、自由権規約委員会の最終見解（CCPR/C/JPN/CO/５）に対する日本

政府コメントパラグラフ２から４参照。 

 

２．弁護人への証拠開示 

２５４．検察官は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求する場合に

は、被告人又は弁護人に、その証人等の氏名及び住居を知る機会を与えなけれ

ばならず、証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には、被告人又は弁護

人に、これを閲覧する機会を与えなければならない。実際にも、検察官は、事

案に即して証拠開示の要否、時期、範囲等を検討し、被告人の防御上合理的に

必要と認められる証拠については、これを適正に開示することとしており、ま

た、検察官と弁護人との間で意見が異なる場合には、下記記載のとおり、裁判

所の裁定により判断されることとなる。 

 

２５５．公判前整理手続については前回報告参照。この刑事訴訟法の改正によ

り、開示の必要性と弊害とを比較考量しつつ、争点の整理や被告人の防御の準

備のために証拠が開示されることとなったものであり、引き続き、その運用状

況を踏まえ、開示のあり方を検討していきたい。 

 

２５６．なお、刑事事件の捜査記録には、広範な捜査活動の結果収集された種々

雑多な資料が含まれており、その中には事件の争点と関係しないものがあるば

かりではなく、証拠開示によって関係者のプライバシーや名誉が害されるとと

もに将来の捜査に対する協力が得られなくなるおそれがあるものもあるなどの

問題点が指摘され、検察官の手持ち証拠の全面開示制度については、２００４
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年５月の刑事訴訟法改正の際には採用されなかった。検察官に公判提出予定証

拠以外の証拠を開示する一般的な義務を課すこと、あるいは、弁護側に証拠開

示の一般的な権利を認めることについては、これらの問題点を十分考慮し、慎

重に検討する必要があると考えている。 

 

第１５条 

２５７．これまでの報告のとおり。 

 

第１６条 

２５８．これまでの報告のとおり。 

 

第１７条 

２５９．誰もが安心して高度情報通信社会の便益を享受するための制度的基盤

として、官民を通じた個人情報保護の基本理念等を定めた個人情報の保護に関

する法律等関連５法が２００３年５月に成立し、その後、２００５年４月に全

面施行された。 

 

第１８条 

２６０．これまでの報告のとおり。 

 

第１９条 

１.公職選挙法の下での制限 

２６１．戸別訪問による選挙運動の禁止及び選挙運動期間前の文書図画による

選挙運動の禁止については、公職選挙法に規定されている。 

 

２６２．戸別訪問による選挙運動については、買収、利害誘導等の温床になり

やすく、選挙人の生活の平穏を害する等の弊害があること、選挙運動期間前の

文書図画による選挙運動については、不当、無用な競争を招き不正行為の発生

のおそれがあることや、経費や労力がかさみ経済力の差による不公平が生じる

結果となり、選挙の腐敗をも招くおそれがある等の弊害があることから制限さ

れている。 

 

２６３．これらの制限の目的は、専ら選挙の公正を確保することにあり、最高

裁判所においても表現の自由を保障する日本国憲法第２１条に違反するもので

はない、との判決が示されているところである。 
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２６４．このように、公職選挙法は、選挙の公正の確保のため、選挙運動の期

間を限定し、可能な限り同一の条件の下で選挙運動が実施されるようその手段

に一定のルールを設けている。政治活動については、選挙運動にわたらない限

り、基本的には自由である。 

 

２６５．なお、参政権については第２５条参照。 
 

２.国家公務員の政治的行為の制限 

２６６．国家公務員についても、日本国憲法が保障する表現の自由が認められ

ているが、現在、国家公務員法及び人事院規則１４－７において、政治的中立

性を損なうおそれのある政治的行為は制限されているところであり、特定の候

補者や特定の政党に対する支持・不支持を目的とした戸別訪問や政治的目的を

有する文書・図画の配布は、政治的行為の制限に抵触する行為と考えられる。

この制限は、国家公務員法及びその委任に基づく人事院規則により、国民全体

の奉仕者として行政の運営に携わる国家公務員の政治的中立性を維持するため

に設けられた必要最小限度の制約であることから、本規約に違反するものでは

ないと考えている。 

 

２６７．なお、１９７４年の最高裁判決において、政治的目的を有する文書を

掲示・配布する行為を禁止することについては、合理的で必要やむを得ない制

限である場合は、憲法上許容されると判示されている。 

 

３．犯罪被害者の権利の保護 

（１）犯罪被害者保護 

２６８．２００４年１２月、犯罪被害者等のための施策の基本理念や各種の基

本的施策等を定めた犯罪被害者等基本法が制定され、これを受け、２００５年

１２月、政府が取り組むべき具体的な施策等を定めた犯罪被害者等基本計画が

閣議決定されたが、これらを受け、２００７年６月、「犯罪被害者等の権利利益

の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が制定された。この

法律により、①一定の犯罪の被害者等に対して、裁判所の決定により、刑事裁

判に参加し、公判期日への出席、情状事項に関して証人へ尋問すること、自ら

の意見陳述のため被告人へ質問すること、事実・法律適用に関して意見陳述を

することなどを認める被害者参加制度（刑訴法３１６条の３３以下）、②刑事手

続において被害者等の氏名等を秘匿することなどにより、被害者の氏名等の情

報を保護するための制度（同法２９０条の２）、③一定の重大犯罪について、被

害者等が刑事裁判所に損害賠償命令の申立てを行うと、刑事裁判所が有罪判決
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を行った後に引き続き審理を行い、刑事裁判の訴訟記録を取り調べるなどして

申立てに対する決定を行うという損害賠償命令制度（犯罪被害者等の権利利益

の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律１７条以下）が創設

された。 

 

２６９．また、①の被害者参加制度に関連して、２００８年４月、被害者参加

人のための国選弁護制度の創設を内容とする「犯罪被害者等の権利利益の保護

を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部

を改正する法律」が制定された。 

 

２７０．少年保護事件においては、２００８年６月に制定された「少年法の一

部を改正する法律」により、①一定の重大事件の被害者等が少年審判を傍聴す

ることができる制度、②家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制

度が創設された。 

 

（２）被害者等通知制度 

２７１．２００７年１２月から、被害者等通知制度を拡充するなどし、検察庁、

刑事施設及び保護観察所等が連携して、検察庁においては、加害者の受刑中の

処遇状況に関する事項等を通知し、保護観察所等においては、仮釈放・仮退院

審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知することとし

た。 

 

（３）被害者に対する不起訴記録の開示 

２７２．不起訴記録については、非公開が原則とされるが、被害者等が民事訴

訟等において被害回復のため損害賠償請求権及びその他の権利を行使するのに

必要と認められる場合には、被害者等からの請求であっても、客観的証拠で、

かつ、代替性のないものについては、これに応じるなどの運用を行ってきたと

ころであるが、２００８年１１月から、被害者参加制度の対象となる事件の被

害者等については、「事件の内容を知ること」などを目的とする場合でも、代

替性の有無にかかわらず、捜査・公判に支障が生じたり、関係者のプライバシ

ーを侵害しない範囲で、客観的証拠を開示するなど弾力的な運用を行っている。 

 

（４）被害回復給付金支給制度 

２７３．２００６年１２月から施行されている被害回復給付金支給制度は、犯

罪収益の剥奪及びそのような犯罪の被害者の保護を一層充実させるため、詐欺

罪などの財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合や犯罪被害財産が隠匿・
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収受された場合等に、被告人からの犯罪被害財産の没収及びその価額の追徴を

可能として、被告人から没収された犯罪被害財産の換価等により得られた金銭

又は追徴された犯罪被害財産の価額に相当する金銭を給付資金として保管し、

犯罪被害者に対し、被害の回復を目的とする給付金として支給するものである。 

 

（５）犯罪被害給付制度 

２７４．制度の概要については前回報告のとおり。 

 

２７５．犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に基づき１９８１年１月に

施行された犯罪被害給付制度は、犯罪被害者に対する支援を求める社会的気運

の高まりによって制度の拡充を行ってきたが、２００８年７月には、２００５

年１２月に閣議決定された犯罪被害者等基本計画を踏まえ、生計維持関係のあ

る遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者（障害等級１～３級）に対する

障害給付金の引上げ等の制度の拡充が行われた。 

 

２７６．また、２００８年１２月には、オウム真理教によるテロリズム等の犯

罪行為の被害者等を給付金の支給対象とするオウム真理教犯罪被害者等を救済

するための給付金の支給に関する法律が施行された。 

 

（６）再被害防止措置等 

２７７．犯罪被害者等が同じ加害者から再び危害を受けることを防止するため、

防犯指導・警戒措置等の再被害防止措置を講じてきたところ、２００７年６月

には、２００１年８月に制定した再被害防止要綱を改正し、再犯による犯罪被

害を受けるおそれが大きく、組織的・継続的な再犯被害防止措置を講じる必要

がある犯罪被害者等の再被害防止対象者への指定、法務関係機関との連携強化

等の再被害防止のための施策を引き続き実施している。 

 

２７８．その他にも、犯罪被害者等に対して、指定被害者支援要員制度や被害

者連絡制度、相談・カウンセリング体制の整備等の各種施策を推進し、様々な

側面から犯罪被害者支援の充実を図っている。 

 

第２０条 

２７９．第２項に関し、差別表現の流布等に対しての法制・取組については前

回報告したとおりであるが、特にインターネット上の問題については、電気通

信事業者団体が作成した、インターネット上の人種差別を含む違法・有害情報

への対応に関する「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関す
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るガイドライン」及び「インターネット接続サービス契約約款モデル条項」（社

団法人テレコムサービス協会策定）並びに「インターネット接続サービスの提

供にあたっての指針」（社団法人電気通信事業者協会策定）等の周知活動を支援

している。 

 

第２１条 

２８０．これまでの報告のとおり。 

 

第２２条 

１．労働組合 

２８１．２０１１年６月３０日現在における労働組合員数は９,９６１千人、２

０１０年６月３０日現在における推定組織率は１８．５％である。 

 

２．解釈宣言 

２８２．我が国は、１９７８年に同条２の「警察の構成員」に我が国の消防が

含まれるとの解釈宣言を行っているが、消防職員の団結権問題については、１

９９５年に国民的コンセンサスの得られる解決策として消防職員委員会という

仕組みを導入した。２００５年には、同制度の運用を改善するため、総務省・

消防庁と全日本自治団体労働組合との間での議論における合意を踏まえ、意見

とりまとめ者制度の創設などの改正を行った。 

 

２８３．その後、２０１０年１月に「消防職員の団結権のあり方に関する検討

会」を総務省に設置し、労働者側及び使用者側双方の代表者からの意見及び関

係団体からのヒアリング結果等を踏まえ、２０１０年１２月に報告書をとりま

とめたところである。 

 

第２３条 

２８４．２０１０年１月、女性の再婚禁止期間の短縮や婚姻適齢の男女統一等

を内容とする「民法及び戸籍法の一部を改正する法律案（仮称）」を第１７４回

国会（常会）内閣提出予定法律案とした。同法律案については、与党内で様々

な意見があり、国会提出のための閣議決定は行われず、国会に提出できなかっ

た。 

 

２８５．政府は、第３次男女共同参画基本計画において、夫婦や家族の在り方

の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、これら民法の改正につい

て、引き続き検討を進めることとしている。 
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第２４条 

１．「児童の権利に関する条約」及び２つの選択議定書 

２８６．我が国は、２００８年４月、「児童の権利に関する条約」並びに「武力

紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び

「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選

択議定書」の実施状況に関し、第３回政府報告及び２つの選択議定書の第１回

政府報告を提出し、２０１０年５月、これらの政府報告に関する児童の権利委

員会による審査を受けた。政府としては、最終見解の趣旨を踏まえつつ、同条

約及び２つの選択議定書の実施の確保に努めている。 

 

２８７．また、２０１０年３月、外務省はユニセフ東京事務所・日本ユニセフ

協会とともに「児童の権利条約に関するシンポジウム～今後の課題」を共催し

た。同シンポジウムでは,児童の権利条約及び２つの選択議定書が定める「児童

の権利の尊重・保護」を促進するために、我が国が対処すべき今後の課題につ

いて、また、国際協力の観点から我が国が果たすべき役割について、法曹、小

児科医、民間企業、ＮＧＯ等、様々な分野における有識者・実務者からの実践

的な提言を得た。 

 

２．児童の保護 

（１） 児童買春、児童ポルノ対策 

２８８．国際化する児童買春・児童ポルノ事犯に応じた対策の強化としては、

児童買春・児童ポルノ法に設けられた国外犯の処罰規定を適用した取締りを推

進している。また、Ｇ８ローマ/リヨン・グループにおいて「性的搾取による被

害児童支援」プロジェクトを推進し、２０１１年、我が国の提案でＧ８各国に

おける性的搾取による被害児童支援の取組状況を「性的搾取による被害児童の

支援好事例集」として取りまとめるに至った。さらには、東南アジアにおける

児童の商業的・性的搾取対策に関して、関係各国の警察職員等を招へいした会

議を２００２年から毎年開催し、一層の連携を図っている。 

 

２８９．我が国国内では、２０１０年に策定した「児童ポルノ排除総合対策」

に基づき、国民、事業者、関係団体と連携の下、各府省庁において児童ポルノ

排除に向けた国民運動、被害防止対策、インターネット上の児童ポルノ画像の

流通閲覧防止対策及び被害児童の早期発見・支援活動を推進するとともに、取

締りの強化、諸外国における児童ポルノ対策の調査を行うなど、児童ポルノ排

除に向けた取組を推進している。 
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２９０．児童買春や児童ポルノに代表される児童の性的搾取は、その防止及び

根絶が国際的にも重要な課題となっており、警察では、同法に基づく取締りを

積極的に推進しているほか（下記表参照）、２００９年に警察庁において策定し

た「児童ポルノの根絶に向けた重点プログラム」及び２０１０年に犯罪対策閣

僚会議で決定された「児童ポルノ排除総合対策」に基づき、被害児童の早期発

見及び支援活動の推進、悪質な児童ポルノ事犯の徹底検挙や悪質な関連業者に

対する責任追及、流通防止対策等の諸対策を推進している。また、２００３年

に「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

する法律」が施行され、いわゆる出会い系サイトを利用して、児童に性的関係

を持つよう誘ったり、対償を示して交際を求めたりする行為の取締りを推進し

ているほか、２００８年には、事業者に対する届出制の導入や児童による出会

い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進等を内容とする同法を改正

する法律が施行された。さらに、近年、コミュニティサイトを利用して性的被

害に遭う児童が増加していることから、これらのサイトに潜む危険性について

の認識を高めるための広報啓発活動やフィルタリングの普及促進に努めている。

被害児童に対しては、女性警察官による事情聴取等被害児童の精神的負担に配

慮するとともに、少年補導職員等の警察職員が中心となって、カウンセリング

等の継続的な支援を行っている。 

２９１．児童買春・児童ポルノ法による検挙状況 

    2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

合    計 
検挙件数 2,229 件 1,914 件 1,732 件 2,030 件 2,296 件 

検挙人員 1,490 人  1,361 人  1,272 人  1,515 人  1,627 人  

児童買春事件 
検挙件数 1,613 件 1,347 件 1,056 件 1,095 件 954 件 

検挙人員 1,140 人 984 人 860 人 865 人 701 人 

児童ポルノ事件 
検挙件数 616 件 567 件 676 件 935 件 1,342 件 

検挙人員 350 人 377 人 412 人 650 人 926 人 

 

２９２．２０１１年４月から、インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・

閲覧防止対策の一環として、インターネット・サービス・プロバイダ等による

自主的なブロッキングが開始されている。警察庁及び総務省は、安心ネットづ

くり促進協議会や、児童ポルノ流通防止対策専門委員会、児童ポルノ掲載アド

レスリスト作成管理団体である一般社団法人インターネットコンテンツセーフ

ティ協会等の民間の協議会に参加し、必要な情報提供や助言等を行うことによ

り、民間の自主的な取組を支援している。 
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２９３．警察は、サイト管理者等に対する児童ポルノ画像等の削除要請を行う

ほか、警察庁では、児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体に対して児童

ポルノ情報を提供している。 

 

２９４．総務省では、インターネット・サービス・プロバイダの規模に見合っ

た精度の高いブロッキング方式の開発・実証を行い、その導入に向けた支援・

環境整備を行うために、「児童ポルノサイトのブロッキングに関する実証実験」

を実施している。 

 

（２） 児童虐待 

（ａ）児童虐待防止法と児童福祉法の改正 

２９５．２０００年１１月の児童虐待の防止等に関する法律施行以降、児童虐

待防止に向けた本格的な取組に着手しているが、その更なる充実強化を図るた

め制度の見直しを行ってきた。 

 

２９６．２００４年１０月からは①児童虐待の定義の見直し、②児童虐待にか

かる通告義務の拡大、③面会・通信制限規定の整備といった措置を講じている。 

 

２９７．２００８年４月からは①児童の安全確認等のための立入調査等の強化、

②保護者に対する面会・通信等の制限の強化、③保護者に対する指導に従わな

い場合の措置の明確化といった措置を講じている。 

 

２９８．２００９年４月からは①乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等

子育て支援事業の法定化及び努力義務化、②要保護児童対策地域協議会の機能

強化といった措置を講じている。 

 

２９９．今後、２０１２年４月からは、民法の改正により、親権停止制度が新

設されるとともに、法人や複数の未成年後見人の選任も許容されることになる

ほか、児童福祉法の改正により①親権停止及び管理権喪失の審判に係る児童相

談所長の請求権付与、②施設長等が、児童の監護等に関し、その福祉のために

必要な措置をとる場合には、親権者等はその措置を不当に妨げてはならないこ

とを規定、③里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合の児

童相談所長の親権代行を規定といった措置を講じる予定である。 

 

（ｂ）取締り 

３００．２００８年から施行されている児童虐待の防止等に関する法律で、都
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道府県知事は、児童虐待を受けた児童に施設入所等の措置が採られ、かつ、当

該児童虐待を行った保護者につき、法律の定めにより当該児童との面会等が制

限されている場合に、児童虐待の防止等のため特に必要があると認めるときは、

当該保護者に対し、６月を超えない期間を定めて、当該児童の身辺へのつきま

とい等の禁止を命ずることができるとし、その命令に違反した者には、１年以

下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されている。児童に対する虐待

がこれらの刑罰法規に当たる場合には、事案に応じ、適切な捜査処理及び科刑

の実現が図られている。 

 

３０１．児童買春周旋の罪の法定刑が２００４年に「５年以下の懲役又は３０

０万円以下の罰金又は併科」から「５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金

又は併科」に、児童に淫行をさせる罪の法定刑が２００３年に「１０年以下の

懲役又は５０万円以下の罰金又は併科」から「１０年以下の懲役又は３００万

円以下の罰金又は併科」に引き上げられている。 

 

３０２．なお、刑法では、姦淫等につき承諾又は同意を与え得る児童の最低年

齢を１３歳としているが、これは、精神的に未成熟で姦淫等につき承諾又は同

意を与えるに十分な能力を一般的に具備していないと考えられる者を画するた

めの基準を定めているものであって、１３歳以上の児童に対する買春や性的虐

待を合法とするものではない。 

 

（ｃ）児童虐待の実態 

３０３．全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は、同法が

施行される直前の１９９９年度の１１,６３１件から、２０１０年度の５６，３

８４件（東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値）と約４．

８倍となるなど、依然として社会全体で取り組むべき重要な課題となっている。 

 

３０４．児童虐待は、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与え

るため、児童虐待の防止に向け、虐待の「発生予防」、虐待の「早期発見・早期

対応」、虐待を受けた子どもの「保護・自立支援」に至るまでの切れ目のない総

合的な支援体制を整備・充実していくこととしている。 

 

（ｄ）厚生労働省による取組 

(i)発生予防 

３０５．「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」や、「養育支援訪

問事業」、「地域子育て支援拠点事業」の推進などの取組みを進めている。 
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(ii)早期発見・早期対応 

３０６．市町村における「子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地

域協議会）」の機能強化、児童相談所の体制強化のための児童福祉司の確保等、

家族再統合や家族の養育機能の再生・強化に向けた取組みを行う親支援の推進

などの取組みを進めている。 

 

(iii)保護・自立支援 

３０７．児童養護施設等の受け入れ体制の整備や充実を図り、児童、保護者等

への指導体制を充実するために、被虐待児個別対応職員、家庭支援専門相談員

や１０人以上の児童に心理療法を行う施設において心理療法担当職員の配置を

義務付けるとともに、できる限り家庭的な環境の下で養育するため、施設の小

規模化や里親委託の推進に取り組んでいる。また、年長児の自立支援策の拡充、

施設内虐待の防止等施設入所児童の権利擁護の推進などの取組みについても進

めている。 

 

(iv)今後の取組 

３０８．今後の児童虐待防止対策の具体的な取り組みの方向性は以下の通りで

あり、引き続きこうした観点から施策を充実させていくこととしている。 

①発生予防から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない支援 

②待ちの支援から支援を要する家庭への積極的なアプローチによる支援に転換 

③家族再統合や家庭の養育機能の再生・強化を目指し、親も含めた家族支援 

④子どもを守る地域ネットワークなど市町村の取組を強化 

 

（e）児童の人権擁護のための諸活動 

３０９．法務省の人権擁護機関では、これまでも児童虐待を重大な人権問題で

あるととらえ、児童虐待解消のため、積極的に取り組んでいるところであり、

具体的には、「子どもの人権１１０番」という電話相談窓口を設けたり、｢子ど

もの人権ＳＯＳミニレター｣（人権相談用の便箋兼封筒）を全国の小中学生に配

布したりして、児童虐待を含め子どもに対する人権侵害の早期発見に努めると

ともに、児童虐待事案を認知した場合には、児童相談所等の関係機関と連携協

力して、その解決に努め、必要に応じて、人権侵犯事件として、自ら調査し、

関係者に対し啓発を行うなどしてきた。 

 

３１０．法務省の人権擁護機関が、人権侵犯事件として取り扱った児童虐待に

係る件数は、２００６年が５３４件、２００７年が６００件、２００８年が６
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２７件、２００９年が７２５件、２０１０年が７７１件となっている。 

 

（３） 体罰の禁止 

３１１．体罰は学校教育法第１１条により厳に禁止されているところであり、

文部科学省では、同法の趣旨が実現されるように教育関係機関を指導している。 

 

３１２．また、法務省の人権擁護機関では、「子どもの人権１１０番」等におけ

る人権相談や新聞情報等で体罰に関する申告や情報を得た場合には、児童に対

する人権侵害による被害の救済及び予防を図るという立場から、関係者から事

情聴取する等して事実の調査を行い、その結果に基づいて、体罰を加えた教師

及びその教師が所属する学校の長等に対し、人権思想の啓発や再発防止の方策

を要望する等の事案に応じた措置をとっている。さらに、学校、地域社会等と

も連携を図り、啓発活動を行っている。２００６年、２００７年、２００８年、

２００９年、２０１０年における体罰事件の件数は、それぞれ２１１件、２６

３件、１９８件、２６８件、３３７件であった。 

 

第２５条 

３１３．これまでの報告のとおり。 

 

３１４．なお、公職選挙法における戸別訪問による選挙運動の禁止及び選挙運

動期間前の文書図画による選挙運動の禁止の規定の趣旨については、第１９条

のとおりであり、これらの規定は専ら選挙の公正を確保することを目的とする

もので、最高裁判所においても参政権を保障する日本国憲法第１５条に違反す

るものではない、との判決が示されているところである。 
 

第２６条 

１．嫡出でない子の取扱い 

（１）嫡出でない子の相続分 

３１５．２０１０年１月、嫡出である子と嫡出でない子の相続分の同等化等を

内容とする「民法及び戸籍法の一部を改正する法律案（仮称）」を第１７４回国

会（常会）内閣提出予定法律案とした。同法律案については、与党内で様々な

意見があり、国会提出のための閣議決定は行われず、国会に提出できなかった。 

 

３１６．政府は、第３次男女共同参画基本計画において、夫婦や家族の在り方

の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、これら民法の改正につい

て、引き続き検討を進めることとしている。 
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（２）国籍法第３条 

３１７．２００８年６月４日、最高裁判所大法廷において、日本国籍の取得に

ついて、日本人父からの認知のほかに、父母の婚姻も要件としている国籍法第

３条第１項が憲法に違反するとの判決が言い渡されたことを受け、父母が婚姻

していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすること等を内容とす

る「国籍法の一部を改正する法律」（以下「改正国籍法」という。）が２００

９年１月１日から施行されている。 

 

３１８．この改正国籍法により、出生により日本国籍を取得することができな

かった嫡出でない子であっても、日本人父から認知されたものは、法務大臣に

届け出ることによって、日本国籍を取得することができることとされた。 

 

２．国民年金法の国籍要件 

３１９．現在、我が国の年金制度においては、一定の要件（※）を満たした者

について日本人であるか外国人であるかにかかわらず被保険者としている。 

※国民年金：２０歳以上６０歳未満の者は国籍を問わず被保険者となる。 

厚生年金：適用事業所に常時使用される７０歳未満の者については国籍を

問わず被保険者となる。 

 

３２０．厚生年金保険制度については、制度発足初期（１９４６年）から国籍

にかかわらず外国人も適用対象としていた。一方、国民年金制度においては、

制度発足時（１９６１年）から難民条約の批准まで外国人を適用対象外にして

いたが、１９８２年に同条約の要請に基づき外国人への適用拡大を将来に向か

って行った。このような経過の中、一定年齢以上の在日外国人の高年齢者や障

害者の中には、年金受給権のない者もいる。なお、その後の制度改正によって、

受給資格期間（２５年）の要件の判断において一定の配慮を行うなどの措置を

講じている。 

 

３２１．国民年金制度創設時に国籍要件を設けたことや国籍要件撤廃時に経過

措置を設けなかったことについては、自由権規約委員会の最終見解よりも後に

出された２００９年２月の最高裁決定（※）においても、国側の主張が認めら

れ、勝訴が確定している。他方、年金を受給できない外国人への対応について

は、保険料を拠出した者に給付を行うという社会保険方式の原則や、日本人に

も無年金の者がいること等を踏まえて、検討すべき問題であると考えている。 
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３２２．※在日外国人無年金障害者・高齢者訴訟については、計４件あり、う

ち１件が係属中。残り３件については全て最高裁にて国側勝訴。 

 

３２３．在日外国人無年金障害者関係 

・京都地裁第一審：最高裁判決にて国側勝訴（２００７年１２月２５日） 

 

３２４．在日外国人無年金高齢者関係 

・大阪地裁第一審：最高裁決定にて国側勝訴（２００７年１２月２５日） 

・京都地裁第一審：最高裁決定にて国側勝訴（２００９年２月３日） 

・福岡地裁第一審：最高裁にて係属中（２００７年９月１８日提訴、２０１

０年９月８日福岡地裁判決にて国側勝訴、２０１１年１０月１７日福岡高裁

判決にて国側勝訴） 

 

３２５．【訴訟の概要】国民年金の制定に際し国籍要件を設けたこと及び国籍要

件撤廃時や基礎年金創設といった改正過程において十分な経過措置等を設けな

かったことは憲法及び国際人権規約に違反し、又は、それら一連の作為・不作

為の立法行為は国家賠償法上違法であるとし、慰謝料等の支払いを求めて提訴

されたもの。 

 

３．公営住宅法の改正 

３２６．現行の公営住宅法第２３条第１号については、公営住宅の入居者資格

として同居親族を有することを規定しているものであるが、同号の規定は今般

の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律」の改正に伴って削除されている（２０１２年４月１日施

行）。 

 

３２７．従って、上記の公営住宅法の改正に伴い、親族関係にない同性の同居

を含め、同居親族による入居者資格の制限はなくなっている。 

 

第２７条 

１．最近のアイヌ政策の現状 

３２８．日本政府は、２００８年以来、従前からのアイヌ文化振興関連施策に

加え、更に総合的かつ効果的なアイヌ政策の形成・推進に向けて、アイヌの人々

の参画を得ながら、様々な取組を進めている。 

 

３２９．２００８年６月、日本の国会は、「アイヌ民族を先住民族とすることを
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求める決議」を採択し、これを受け、日本政府は、アイヌの人々が日本列島北

部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する

先住民族であると認識する旨の内閣官房長官談話を発表した。 

 

３３０．２００９年７月には、アイヌの人々の代表を構成員に含む有識者懇談

会から、今後のアイヌ政策のあり方についての提言を受けた。この提言を踏ま

え、２０１０年１月から、総合的かつ効果的なアイヌ政策を推進するため、ア

イヌの人々を構成員に含む「アイヌ政策推進会議」（座長：内閣官房長官）を開

催している。 

 

３３１．推進会議では、有識者懇談会の提言の具体化に向けて、特に「民族共

生の象徴となる空間」の形成、各種施策の全国への拡大、国民理解の促進の３

つのテーマを中心に、作業部会を開催して検討を進めている。 

 

３３２．アイヌの歴史、文化等については、例えば中学校学習指導要領の社会

科で、江戸時代の鎖国下の対外関係に関する学習の際に、アイヌの人々が北方

との交易をしていたことについて取り上げられている。 

 

３３３．なお、アイヌの人々のみに適用される土地に対する権利を認める特別

な法的措置は存在しないが、我が国においては、何人も自己の文化を享有し、

自己の宗教を信仰しかつ実践し、自己の言語を使用する権利は否定されず、ま

た、国内法に基づき土地に対する所有権その他の財産権を保障されている。ア

イヌの人々も日本国民として、こうした権利をすべて等しく保障されている。 

 

２．アイヌ文化振興関連施策 

３３４．アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現及び我が国

の多様な文化の発展への寄与を目的とした「アイヌ文化の振興並びにアイヌの

伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」の施行（１９９７年７月）

以後、日本政府は、施策の中心的な実施主体である財団法人アイヌ文化振興・

研究推進機構に対し所要の補助金を交付し、施策の充実に努めている。 

 

３．北海道アイヌ生活向上関連施策 

３３５．２００６年に北海道庁が実施した「北海道アイヌ生活実態調査」によ

れば、なお、一般道民との格差は是正されたとはいえない状況にあるため、北

海道庁は、２００９年度から「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策（第

２次）」を実施しており、政府は、引き続き、北海道庁が進めている施策に協力
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し、これを円滑に推進するため関係予算の充実に努めている。 

 

３３６．また、北海道において、経済的理由により高等学校等へ進学後修学が

困難なアイヌの子弟を対象として、北海道が奨学金及び通学用品等助成金の給

与・貸与を行う場合、その経費の一部を補助している。 

 

その他 

３３７．「先住民族」については、我が国もコンセンサス採択に参加した「先住

民族の権利に関する国際連合宣言」においても定義についての記述はなく、我

が国国内法においても確立した定義がないが、いずれにせよ、沖縄に居住する

人あるいは沖縄県出身者は、日本国民であり、日本国民としての権利をすべて

等しく保障されている。 

 

３３８．琉球・沖縄の歴史、文化等については、例えば中学校学習指導要領の

社会科で、江戸時代の鎖国下の対外関係に関する学習の際に、日本と中国との

かかわりにおいて琉球が果たしていた役割について取り上げられている。 

 

３３９．また、沖縄における文化の振興については、２００２年に成立した「沖

縄振興特別措置法」及び同法に基づく「沖縄振興計画」に基づき、政府・沖縄

県等において、地域における芸術・文化の振興や沖縄において伝承されてきた

文化財の保護・活用に取り組んでいる。 

（了） 


